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　平成3年6月に千葉県、市町村、医療関係機関・団体、企業等、県民の皆様の
協力を得て設立されました財団法人千葉ヘルス財団は、公益法人制度改革関

連3法の施行により、平成25年4月1日から、公益財団法人千葉ヘルス財団と
なりました。

　県民の皆様の保健医療の向上と健康の保持増進に寄与するため、臓器移植

の推進や在宅ケアの推進に関する事業を大きな柱として活動しています。

臓器移植特別対策
　腎不全患者の方がレシピエント
として日本臓器移植ネットワーク
に登録する場合に行う、組織適合
性検査に要する費用の助成（上限
1万円）を行っています。

在宅ケア研修会の開催
　地域における在宅ケアを推進するため、
医師、看護師、介護職員、行政職員、県民の
皆様を対象に研修会を開催しています。

臓器移植普及啓発
　臓器移植の推進と理解を図る
ため、市民公開講座や専門医及び
コーディネーターを講師として、
ご希望の日時に実施する出前講
座を開催しています。

在宅人工呼吸器
療養者の支援

　人工呼吸器を使用して在宅で療
養している難病患者さんが吸引器、
吸入器、パルスオキシメーターを購
入する費用に対する補助制度を設
け、在宅療養を支援しています。

意思伝達装置の貸出し
在宅で人工呼吸器を装着し療養する難

病患者の方々に対して、独立行政法人国立
病院機構千葉東病院を通じて、当財団が所
有する意思伝達装置を貸し出しています。
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あなたの善意が育てます。いのちへの優しさとおもいやり
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　あけましておめでとうございます。
　皆様には、清々しい新年を迎えられたこととお慶び申し上げます。また、千葉
ヘルス財団の事業推進に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　千葉ヘルス財団は、平成3年の設立時より関係団体、医療機関の専門職、行政を
はじめ、多くの方々に支えていただき、在宅医療、難病医療、終末期医療、臓器
移植などの課題に包括的、弾力的に対応し、県民の保健医療の向上に貢献するた

め在宅ケアや臓器移植等に関連した活動を続けております。

　2019年に発生した新型コロナウイルス感染症に対しては、世界中でこれまでにない高度な対応を取ってき
ましたが、2023年５月８日に、感染症法での取扱いがインフルエンザと同じ５類に分類が代わりました。こ
れにより患者への対処や医療機関における対応も大きく変わりました。しかしながら、この間の感染防止対
策が徹底されていた反動により、その間に抑え込まれていた色々な感染症の流行が見受けられます。ヘルス
財団の事業では、難病や臓器移植後で感染症対策が必要となる方やその患者の対応にあたる家族・医療・介
護の方との関りが多いので、感染症の発生動向には今後も細心の注意を払いながら必要な対応を取ってまい
りますので、皆様のご理解とご協力をお願い致します。

　さて、在宅ケアでは、支援を必要とする患者や家族を取りまく環境は、支援体制が少しづつ整備されてき
ています。一方財団が行っている支援の対象疾患は、難病の患者でありその病気の特性上患者数が少なく、
根本的な治療法がありません。その為新薬の開発が滞ったり、専門医の育成がなかなか進まず、慢性的な医
師不足が発生しています。令和5年度の研修会でも県内の難病相談・支援センターの講師から専門医師の不
足に対応するため、医療連携やオンラインシステムの活用などが提案されました。
　財団では、このような提案を、研修会参加者だけでなく、ホームページや機関誌に掲載し、問題を共有す
ることで、解決のヒントを考えて頂ければと思っています。

　臓器移植では、2014年以降増加傾向にあった国内の臓器提供数が、コロナ禍の影響を受け2019年の125件
をピークに40%程度減少しました。その後2022年になり回復を始め、2023年は過去最高となる140件を超え
ることが予想されています。それでも、日本の人口100万人当たりの臓器提供者数は、アメリカの約40分の1、
韓国の約7分の１で、世界で60位程度の状況です。
　臓器移植では、「貰う・あげる」にそれぞれ、「イエス・ノー」の権利があるとされています。令和3年に
実施された内閣府の世論調査では、「脳死の時に臓器提供したい」の回答は約40%でしたので、国内の推計
で年間約2000件程度といわれる脳死患者のうち提供を希望する方は、800名と推計されます。従って140件と
の差の660名の提供の意思が尊重されていない恐れがあります。
　これらを改善するためには、臓器移植の「貰う・あげる」は全ての県民の方に起こりえることであるとの
認識を持っていただく必要があると思っています。
　財団では、県民を対象にした公開講座や国と連動した10月のキャンペーン活動、教育機関の協力をいただ
いた学校での出前講座などを行い、皆さんに日本における臓器移植の現状や課題をお伝えし、身近な問題と
して考えていただくようお願いしています。
　臓器によっては年齢制限がないものもありますので、ぜひ皆さんに保険証・免許証・マイナンバーカード
の意思表示欄に記載いただき、そのことについてご家族とお話しして下さい。
　今後も移植でしか救うことのできない患者のために活動を継続していく所存ですので皆様のご理解とご協
力をお願いします。

　最後に、皆様のますますのご活躍とご多幸を祈念いたしまして、年頭の挨拶といたします。

公益財団法人千葉ヘルス財団
　代表理事　平山登志夫

新年のごあいさつ新年のごあいさつ
巻頭言巻頭言
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　｜

　訪
問
看
護
に
関
わ
っ
た

経
緯
は

　将
来
の
夢
は
養
護
教
諭
に
な

る
こ
と
だ
っ
た
。
学
生
時
代
、
体

調
が
悪
い
と
き
や
相
談
に
乗
っ

て
も
ら
い
た
い
と
き
に
保
健
室

を
訪
れ
た
。
生
徒
か
ら
頼
ら
れ

る
存
在
に
憧
れ
、
そ
の
た
め
に

必
要
な
資
格
を
取
り
、
看
護
を

学
ん
で
い
く
う
ち
に
看
護
師
の

仕
事
に
魅
力
を
感
じ
た
。

　大
学
の
看
護
学
部
を
卒
業
後

は
病
院
に
４
年
間
勤
務
し
た

が
、
先
輩
か
ら
「
訪
問
看
護
を

や
っ
て
み
な
い
か
」
と
誘
わ
れ

た
の
が
き
っ
か
け
に
。
生
活
の

場
で
の
支
援
に
興
味
が
あ
っ

た
。
個
々
と
の
つ
な
が
り
が
大

　｜

　訪
問
看
護
の
役
割
と
は

　病
状
が
進
ん
で
い
く
と
、
い

ろ
い
ろ
な
決
断
を
迫
ら
れ
る
場

面
に
立
ち
会
う
こ
と
が
あ
る
。

例
え
ば
「
口
か
ら
食
事
摂
取
が

で
き
な
く
な
っ
た
ら
胃
ろ
う
を

す
る
か
」「
呼
吸
を
楽
に
す
る
た

め
に
気
管
切
開
を
す
る
か
」
な

ど
、
い
ざ
結
論
を
出
す
場
面
に

直
面
す
る
と
不
安
に
な
り
、
家

族
に
迷
惑
を
か
け
る
の
で
は
、

と
心
配
す
る
患
者
も
少
な
く
な

い
。
そ
う
い
う
と
き
に
は
、「
訪

問
看
護
で
サ
ポ
ー
ト
す
る
か
ら

自
分
た
ち
だ
け
で
背
負
わ
な
く

て
い
い
」
と
ア
ド
バ
イ
ス
す
る

こ
と
で
、
判
断
が
し
や
す
く
な

る
こ
と
も
。
で
き
る
だ
け
、
患
者

の
気
持
ち
に
寄
り
添
い
、
よ
り

良
い
決
断
が
で
き
、
安
心
し
て

暮
ら
せ
る
よ
う
に
支
援
す
る
こ

と
が
訪
問
看
護
の
役
割
だ
。

　ま
た
、
医
療
者
側
の
価
値
観

を
押
し
付
け
る
と
「
も
う
来
な

く
て
い
い
」
と
言
わ
れ
、「
監
視

切
な
養
護
教
諭
へ
の
憧
れ
が
潜

在
的
に
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。　｜

　訪
問
看
護
の
仕
事
内
容

は
　主
治
医
や
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー

か
ら
、
訪
問
看
護
が
必
要
で
あ

る
と
判
断
さ
れ
た
方
が
対
象

で
、
病
名
や
年
齢
の
制
限
は
な

い
。
処
置
の
方
法
を
関
係
機
関

や
家
族
と
相
談
し
、
訪
問
が
週

に
１
度
の
患
者
も
い
れ
ば
、
毎

日
と
い
う
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
痰

の
吸
引
や
点
滴
な
ど
の
医
療
処

置
や
医
療
機
器
の
管
理
、
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
よ
っ
て
は
理
学
療

法
士
が
在
籍
し
リ
ハ
ビ
リ
を
施

す
。
病
院
を
は
じ
め
、
行
政
や
介

護
サ
ー
ビ
ス
な
ど
専
門
機
関
と

の
調
整
、
連
携
も
重
要
だ
。

　｜

　病
院
看
護
と
訪
問
看
護

の
違
い
は

　病
院
で
は
当
た
り
前
の
こ
と

が
、
在
宅
で
は
当
た
り
前
で
は

な
い
こ
と
に
最
初
は
と
ま
ど
っ

た
。
病
院
で
は
、
医
師
か
ら
説

明
、
指
示
の
も
と
で
治
療
が
行

わ
れ
る
が
、
訪
問
看
護
は
、
基
本

的
に
一
人
で
訪
問
し
一
人
で
判

断
を
し
な
い
と
い
け
な
い
の
で

不
安
も
あ
っ
た
。「
や
っ
て
く
だ

さ
い
」
だ
け
で
は
伝
わ
ら
な
い

の
で
、
患
者
と
家
族
に
納
得
し

て
も
ら
う
ま
で
説
明
し
、
理
解

し
て
も
ら
う
た
め
に
も
、
知
識

や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
を

磨
く
こ
と
を
心
が
け
た
。

　ま
た
、
患
者
の
年
齢
も
幅
広

く
、
病
気
や
症
状
、
家
庭
環
境
も

さ
ま
ざ
ま
。
病
院
で
は
ソ
シ
ャ

ル
ワ
ー
カ
ー
の
仕
事
だ
っ
た
行

政
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
と
の
連
携

も
、
訪
問
看
護
で
は
そ
れ
も
仕

事
の
ひ
と
つ
。
チ
ー
ム
ワ
ー
ク

や
経
験
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ

と
が
大
切
だ
と
学
ん
だ
。

し
て
主
治
医
に
告
げ
口
を
す

る
」
と
思
わ
れ
た
こ
と
も
あ
っ

た
。
最
適
な
方
法
を
患
者
と
家

族
と
と
も
に
考
え
て
い
く
こ
と

が
訪
問
看
護
の
仕
事
で
あ
り
、

脅
か
す
存
在
で
は
な
く
「
味
方

だ
」
と
い
う
立
ち
位
置
で
い
る

こ
と
で
信
頼
感
が
生
ま
れ
る
。

信
頼
を
得
る
こ
と
で
、
患
者
と

医
師
と
の
間
に
入
り
、
調
整
役

を
担
う
こ
と
も
役
割
の
ひ
と
つ

だ
。
主
治
医
の
説
明
が
う
ま
く

伝
わ
っ
て
い
な
い
と
感
じ
れ
ば

か
み
砕
い
て
説
明
し
、
逆
に
主

治
医
に
聞
き
に
く
い
と
き
は
代

わ
り
に
質
問
す
る
こ
と
も
あ

る
。
体
の
ケ
ア
だ
け
で
は
な
く
、

患
者
の
ス
ト
レ
ス
を
軽
減
さ
せ

る
一
助
に
な
る
こ
と
も
、
訪
問

看
護
の
や
り
が
い
だ
。

　｜

　今
後
の
課
題
は

　看
護
・
介
護
業
界
で
は
、
看
護

師
や
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
、
ヘ

ル
パ
ー
な
ど
の
人
材
不
足
が
深

刻
だ
。
老
々
介
護
や
独
居
高
齢

者
な
ど
、
身
近
で
介
護
を
担
う

人
が
い
な
い
ケ
ー
ス
が
増
え
て

い
る
。
医
療
体
制
だ
け
を
構
築

す
れ
ば
い
い
の
で
は
な
く
、
周

り
で
支
え
る
人
が
必
要
。

　ま
た
、
患
者
の
価
値
観
も
多

様
化
し
て
い
る
の
で
、
柔
軟
に

受
け
入
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
い
る
。
一
方
で
、
情
報
過
多
の

世
の
中
に
な
り
、
間
違
っ
た
こ

と
を
鵜
呑
み
に
し
て
し
ま
う
こ

と
も
多
く
、
正
し
い
情
報
を
伝

え
、
正
し
い
選
択
が
で
き
る
よ

う
に
促
す
こ
と
も
大
切
と
な
っ

て
く
る
の
で
、
常
に
学
び
は
尽

き
な
い
。

　看
護
師
と
し
て
経
験
し
て
き

た
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
自
分

の
人
生
の
す
べ
て
が
無
駄
に
な

ら
な
い
仕
事
だ
。「
訪
問
看
護
の

お
か
げ
で
在
宅
治
療
が
受
け
ら

れ
る
」
と
、
感
謝
の
言
葉
を
も
ら

え
る
こ
と
が
喜
び
。
医
療
の
視

点
だ
け
で
は
な
く
、
生
活
も
心

も
支
え
ら
れ
る
よ
う
な
看
護
師

で
い
た
い
と
思
う
。

　緑
が
丘
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（
千
葉
市
稲
毛
区
）
の
管
理
者
と

し
て
訪
問
看
護
師
の
チ
ー
ム
を
ま
と
め
な
が
ら
、
看
護
師
と
し
て
在

宅
医
療
と
向
き
合
う
山
崎
潤
子
氏
。
多
様
性
や
独
居
高
齢
者
な
ど
社

会
課
題
が
多
い
医
療
業
界
で
、
個
々
の
つ
な
が
り
が
大
切
な
訪
問
看

護
の
重
要
性
が
高
ま
っ
て
い
る
。
今
後
、
病
院
や
行
政
、
介
護
サ
ー
ビ

ス
な
ど
関
係
機
関
と
の
さ
ら
な
る
連
携
を
展
望
す
る
山
崎
氏
に
そ
の

思
い
を
伺
っ
た
。

（公財）千葉ヘルス財団　在宅ケア部会委員
千葉県訪問看護ステーション協会 山崎　潤子 会長に聞く

気持ちに寄り添った支援を

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
環
境
作
り
を

専
門
機
関
と
の
連
携
で

在
宅
患
者
を
支
え
る

　やまざき・じゅんこ

　千葉大学看護学部看護

学科卒業後、同大学院看護

学研究科を修了し、同大学

医学部付属病院勤務。2001

年医療法人社団きさらぎ

会緑が丘訪問看護ステー

ションに所属し、2003年よ

り所長としてスタッフを

まとめる。2020年県訪問看

護ステーション協会会長

に就任。宮城県仙台市出身

令和5年度
在宅ケア研修会

●主催／公益財団法人 千葉ヘルス財団
●後援／千葉県、千葉市、(公社)千葉県医師会、(一社)千葉市医師会、(一社)千葉県歯科医師会、
(一社)千葉県薬剤師会、(公社)千葉県看護協会、(一社)千葉県老人保健施設協会、(一社)日本ＡＬＳ協会
千葉県支部、特定非営利活動法人千葉県腎臓病協議会、（一社）千葉県訪問看護ステーション協会、特定
非 営 利 活 動 法 人 千 葉 県 介 護 支 援 専 門 員 協 議 会 、社 会 福 祉 法 人 千 葉 県 社 会 福 祉 協 議 会

公益財団法人 千葉ヘルス財団
〒260-8667　千葉市中央区市場町 1-1　TEL : 043-223-2663

●お申込み・お問い合わせ

（千葉県健康福祉部疾病対策課内）

　令和５年度の在宅ケア研修会は、難病患者の在宅医療の支援を実施して
いる（総合・地域）難病・相談支援センターや関連する支援組織の医療スタッ
フ等の講演を通じ、在宅医療連携関係者の共通認識と意識高揚を図り、今後
の難病の在宅療養者への多職種による連携支援体制の推進に寄与すること
を目的に開催します。

日時　令和5年9月24日(日)　午後1時30分～5時
場所　ホテルポートプラザちば 2階 ロイヤル
　　　千葉市中央区千葉港８-５

内　容 座長　千葉東病院　脳神経内科　医長　伊藤喜美子氏

QRコードからお申し込みください。受講者数及び対象者

難病相談・支援センター等による支援

受講者数　280名（入場無料、事前申込先着順）
対  象  者　医師、歯科医師、薬剤師、看護師、介護支援専門員、
　　　　　難病患者・その家族、行政職員、一般県民など在宅ケアに関る者

講師・演題

【開　場】午後1時

※JR京葉線・千葉都市モノレール「千葉みなと駅」より徒歩1分
　(駐車場に限りがございますので、公共交通機関をご利用下さい。)

　｜

　臓
器
移
植
医
療
と
携
わ

る
き
っ
か
け
は

　も
と
も
と
専
門
は
脳
外
科
。

大
学
卒
業
後
、
北
海
道
大
学
病

院
の
脳
神
経
外
科
と
、
関
連
病

院
で
研
究
な
ど
経
験
を
積
ん

だ
。
神
奈
川
県
の
北
里
大
学
救

命
セ
ン
タ
ー
、
北
海
道
・
札
幌

の
民
間
病
院
の
救
命
セ
ン
タ
ー

を
経
て
、
２
０
１
５
年
に
当
院

に
着
任
。
北
里
大
学
時
代
は
、

院
内
に
専
属
の
移
植
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
が
い
て
、
救
急
の
医

師
が
移
植
に
関
わ
る
体
制
が
整

い
、
心
停
止
後
の
腎
臓
提
供
に

積
極
的
な
環
境
だ
っ
た
。

　｜

　実
際
の
移
植
医
療
の
現

場
で
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は

　�
年
、
頭
部
外
傷
で
運
ば
れ

て
き
た
方
が
ド
ナ
ー
カ
ー
ド
を

持
っ
て
い
た
が
、
○
の
記
入
が

一
つ
足
り
ず
、
臓
器
移
植
法
施

行
直
後
で
警
察
の
対
応
も
遅

れ
、
結
果
的
に
臓
器
提
供
で
き

な
か
っ
た
。
本
人
の
意
思
表
示

が
あ
り
な
が
ら
移
植
に
至
ら

ず
、
本
当
に
残
念
だ
っ
た
。

　｜

　臓
器
移
植
に
携
わ
る
医

師
と
し
て
の
思
い
は

　札
幌
時
代
、
脳
死
に
よ
る
臓

器
提
供
や
心
停
止
後
の
腎
臓
提

供
、
角
膜
や
心
臓
弁
の
提
供
も

経
験
し
た
。
私
は
救
急
医
と
し

て
、
臓
器
移
植
に
向
け
て
動
く
、

つ
ま
り
臓
器
を
提
供
す
る
側
。

そ
れ
は
特
別
な
こ
と
で
は
な

く
、
終
末
期
医
療
の
一
つ
の
選

択
肢
。
以
前
は
「
臓
器
移
植
」

を
強
調
す
る
あ
ま
り
、
患
者
の

家
族
が
抵
抗
感
を
持
っ
て
し
ま

う
こ
と
が
往
々
に
し
て
あ
っ

た
。
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
使
っ
て

患
者
が
助
か
る
た
め
の
治
療
を

し
、
ど
う
し
て
も
「
駄
目
だ
」

と
い
う
時
、
脳
死
や
そ
れ
に
近

　｜

　臓
器
提
供
側
の
医
師
と

し
て
の
思
い
は

　臓
器
提
供
は
我
々
の
診
療
業

務
の
一
つ
で
、
特
別
に
優
先
度

が
高
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か

し
、
臓
器
提
供
は
終
末
期
医
療

に
お
け
る
患
者
の
権
利
。
希
望

す
る
患
者
が
い
れ
ば
、
そ
の
希

望
に
沿
う
よ
う
努
め
る
必
要
が

あ
る
。
�
年
前
の
臓
器
移
植
法

施
行
当
時
、
今
の
よ
う
に
運
転

免
許
証
や
保
険
証
の
記
載
欄
も

な
か
っ
た
。
今
は
意
思
表
示
の

い
状
態
と
な
っ
た
患
者
と
家
族

の
選
択
肢
は
三
つ
あ
る
。

　一
つ
目
は
、
も
う
回
復
の
可

能
性
が
な
く
、
治
療
を
撤
退
方

向
に
す
る
。
二
つ
目
は
、「
そ

う
は
言
わ
れ
て
も
受
け
入
れ
ら

れ
な
い
」
と
い
う
家
族
も
多
く
、

現
行
の
治
療
を
継
続
す
る
。
三

つ
目
は
、
意
思
表
示
カ
ー
ド
が

あ
る
か
、
あ
る
い
は
現
在
で
は

家
族
の
意
思
で
提
供
可
能
な
の

で
、
健
康
な
う
ち
に
万
一
の
際

ど
う
し
た
い
か
意
思
確
認
が
あ

り
、
臓
器
提
供
の
意
思
が
あ
る

か
、
臓
器
提
供
を
望
む
だ
ろ
う

と
推
測
さ
れ
る
場
合
に
、
移
植

に
向
か
っ
て
動
く
。
家
族
に
十

分
配
慮
し
、
こ
の
三
つ
を
フ

ラ
ッ
ト
に
選
べ
る
説
明
や
環
境

づ
く
り
が
必
要
で
あ
る
。

　｜

　救
急
側
と
移
植
側
、
そ

れ
ぞ
れ
の
立
場
の
難
し
さ
は

　従
来
は
、
最
後
の
場
面
で
医

師
か
ら
「
臓
器
提
供
は
ど
う
で

す
か
？
」
と
い
う
提
案
を
強
調

し
が
ち
だ
っ
た
。
移
植
の
先
生

方
は
１
分
１
秒
で
も
早
く
臓
器

を
提
供
し
て
ほ
し
い
が
、
そ
れ

を
承
諾
す
る
家
族
に
は
一
定
の

時
間
が
必
要
だ
。
終
末
期
医
療

と
い
う
部
分
で
、
移
植
を
す
る

側
と
、
我
々
救
急
側
と
が
共
通

認
識
を
持
て
れ
ば
、
も
っ
と
ス

ム
ー
ズ
に
進
め
ら
れ
る
が
、
そ

れ
は
難
し
い
一
面
が
あ
る
。

　｜

　ド
ナ
ー
家
族
へ
の
ケ
ア

に
つ
い
て

　当
院
は
１
９
７
７
年
〜
２
０

０
１
年
に
心
停
止
後
の
腎
臓
提

供
で
�
例
の
実
績
が
あ
る
。
現

在
は
救
急
医
、
脳
外
科
医
、
小

児
科
医
、
集
中
治
療
医
、
麻
酔

科
の
医
師
、
看
護
局
と
検
査
技

師
と
で
構
成
す
る
脳
死
判
定
委

員
会
が
あ
り
、
各
医
師
と
担
当

病
棟
の
看
護
師
、
事
務
職
員
が

院
内
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
務

め
る
。
臓
器
移
植
を
選
択
す
る

よ
う
な
状
況
に
な
る
と
、
家
族

へ
の
病
状
説
明
は
主
治
医
が
、

移
植
に
関
す
る
説
明
は
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
医
師
が
、
家

族
の
ケ
ア
は
看
護
師
を
中
心
に

行
う
体
制
を
考
え
て
い
る
。

機
会
も
増
え
、
さ
ら
に
本
人
の

意
思
が
不
明
で
も
、
元
気
な
頃

の
本
人
の
気
持
ち
を
推
察
し
て

家
族
が
希
望
す
れ
ば
臓
器
提
供

が
で
き
る
。
日
常
会
話
の
中
で
、

思
い
が
確
認
で
き
て
い
れ
ば
、

臓
器
提
供
の
可
能
性
が
増
え

る
。　｜

　次
世
代
の
臓
器
移
植
を

担
う
若
手
育
成
に
つ
い
て

　医
師
に
な
っ
て
�
年
目
。
脳

死
や
移
植
医
療
の
現
場
も
、
時

代
と
と
も
に
少
し
ず
つ
変
化
し

て
い
る
。
北
里
大
学
時
代
、
プ

ロ
の
役
者
を
脳
死
に
な
っ
た
患

者
の
家
族
に
見
立
て
て
、
臓
器

提
供
の
説
明
を
行
い
、
多
く
の

聴
衆
か
ら
評
価
を
受
け
る
ロ
ー

ル
プ
レ
イ
形
式
の
研
修
が
あ
っ

た
。
若
い
医
師
が
、
脳
死
患
者

や
臓
器
提
供
の
説
明
を
す
る
機

会
が
あ
ま
り
な
い
現
状
か
ら
、

こ
の
よ
う
な
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ

ン
は
必
要
と
思
う
。

　今
後
も
我
々
は
、
試
行
錯
誤

を
続
け
て
い
く
し
か
な
い
。
救

急
医
療
は
厳
し
い
現
場
だ
が
、

近
年
は
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
の
影
響

か
、
千
葉
県
は
救
急
医
療
を
選

択
す
る
若
者
は
増
加
傾
向
と
い

う
希
望
も
あ
る
。

　脳
外
科
医
と
し
て
、
救
急
救
命
医
と
し
て
臓
器
提
供
の
現
場
に
携
わ
っ
て
き
た

国
保
旭
中
央
病
院
の
高
橋
功
医
師
。
臓
器
移
植
の
難
し
さ
の
一
方
、
啓
発
活
動
の
浸

透
や
、次
世
代
の
救
急
医
療
の
担
い
手
育
成
に
期
待
す
る
現
場
の
思
い
を
聞
い
た
。

（公財）千葉ヘルス財団　臓器移植部会委員
国保旭中央病院 副院長　救命救急センター長 高橋　功 医師 に聞く

臓器提供は終末期医療の選択肢の一つ

意
思
表
示
の
機
会
も
増
え

臓
器
移
植
の
拡
大
に
期
待

救
急
現
場
で
臓
器
提
供
側

患
者
と
家
族
に
選
択
肢
を

　たかはし・いさお　１９８６年、弘前大学医学部卒業後、北海道大学病院脳神経外科に所属。�年より北里大学病院救命救急

センター（相模原市）、�年より手稲渓仁会病院救命救急センター（札幌市）、２０１５年から旭中央病院に赴任。救急専門医指

導医、脳神経外科専門医指導医。北海道出身で趣味は映画鑑賞。学生時代はバイクで各地をツーリング。

2023臓器移植についての市民公開講座

　臓器移植は、臓器の機能が低下し、移植でしか治らない人に、臓器を移植し、健
康を回復しようとする医療で、臓器提供者はもとより、広く社会の理解と支援が
あって成り立つ医療です。
　しかしながら、移植の機会を待っている患者の数に比べ圧倒的に臓器提供数が
少ない状況にあり、臓器移植を推進するためには、より多くの方々に移植医療に対
する理解を深めていただき、臓器提供に関する意思表示をしていただくこと等が
重要です。
　このため、広く県民に対して臓器移植の現状を訴えるとともに、臓器移植に対す
る理解と協力を得るための普及啓発の一環として、臓器移植についての市民公開
講座を開催します。

●内　容

～腎臓病の治療と移植医療～

日時　令和5年10月15日(日)
　　　13時30分～17時（開場13時）

場所　ホテルポートプラザちば　2階 ロイヤル

　　　千葉市中央区千葉港８-５

公益財団法人 千葉ヘルス財団
〒260-8667　千葉市中央区市場町 1-1　TEL : 043-223-2663

●お申し込み・お問い合わせ

（千葉県健康福祉部疾病対策課内）

※JR京葉線・千葉都市モノレール「千葉みなと駅」より徒歩1分
　(駐車場に限りがございますので、公共交通機関をご利用下さい。)

●主催／千葉県・公益財団法人千葉ヘルス財団
●後援／千葉市、（公社）千葉県医師会、国立大学法人 千葉大学医学部附属病院、千葉県透析医会、
総合病院国保旭中央病院 特定非営利活動法人 千葉県腎臓病協議会、（公財）千葉県アイバンク協会、

（公社）日本臓器移植ネットワーク、（公社）千葉県看護協会、特定非営利活動法人 脳死移植を推進する会

先　着
200名入場無料

千葉日報掲載（令和5年8月24日）

千葉日報掲載（令和5年9月15日）

ちばヘルス財団だより Vol.26
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主催者挨拶
当財団　在宅ケア部会長　平山　登志夫

令和５年度在宅ケア研修会【主催者挨拶】

日時：令和５年９月24日　　　
場所：ホテルポートプラザちば

　千葉ヘルス財団の平山と申します。開会にあたり、
一言、ご挨拶させていただきます。
　本日は、休日にもかかわらず多くの方々に、ご参加
いただきまして誠にありがとうございます。 
  ３年以上続いた新型コロナウイルス感染症も、今年
の５月８日からインフルエンザと同じ５類に分類が変
わりました。法に基づく患者への対処や医療機関にお
ける対応も大きく変わりましたが、難病の患者などと
接点がある皆様においては、感染防止対策や重症化の
予防対策が重要なことに変わりはないので、マスクの
着用などにご協力をお願いします。
　さて、この研修会は、県内の在宅ケアを推進するた
め、医師、看護師、介護職員、行政職員並びに県民の
皆様を対象に、毎年、開催している研修会です。
　今年度は、「難病相談・支援センター等による支援」
をテーマに、千葉大学付属病院と各医療圏に一カ所ず
つ設置されている難病相談支援センターの業務などに
ついてのご講演と当該センターと連携し患者と家族の
支援を行っているレスパイト病院や重度訪問介護事業
所の方からのご講演を予定しております。
　難病患者やその家族への支援について、それぞれの
講師から地域の状況に応じた工夫や支援体制の構築な
どについてお話があると思いますので、参加された皆
様と現在の情報を共有し、今後求められる対策などに
ついて、将来に向けた準備のきっかけになればと考え
ております。
　本日の研修会が、難病患者やご家族への支援強化に
繫がることを祈念いたしまして、簡単ではございます
が開会にあたっての挨拶とさせていただきます。

令和５年度　在宅ケア研修会令和５年度　在宅ケア研修会

2023.9.24　ホテルポートプラザちば２階ロイヤル2023.9.24　ホテルポートプラザちば２階ロイヤル

難病相談・支援センター等による支援難病相談・支援センター等による支援
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講　　　　演講　　　　演

神経難病患者・家族を支える、各地域での
オーダーメイドの連携体制構築に向けて

千葉大学大学院医学研究院  地域医療教育学  特任講師
千葉大学大学院医学研究院　脳神経内科学

荒木　信之

１．神経難病の特徴
　神経難病は、根本治療
がなく、進行性に悪化し、
生活動作や認知機能が障
害される疾患が多いとい
う特徴があります。さら
に、長期間の療養となる
ことが多く、患者、家族、

介護者、医療者からその診療には高い専門性が必要と
なると認識されていることが多いです。

２．今までの神経難病診療体制と今後の見通し
　以上のような神経難病の特性故、脳神経内科を専門
とする医師が、診断がついてから可能な限り診療を担
当することが多く、訪問診療の方が望ましい状況に
なっても、無理して脳神経内科医のいる病院へ通われ
ている方も多くいらっしゃいます。また、その負担は
患者・家族だけではなく、脳神経内科医師にもかかっ
ています。前述の通り、神経難病は生活動作の障害が
進行し、長期療養となることが多いため脳神経内科医
が担当する患者数は累積して増加することが多く、そ
の診療にかかる時間や労力も疾患の進行とともに増加
していきます。脳神経内科医の長時間労働により、ど
うにか対応してきた部分も多く、余力はありません。
神経難病診療においては必要な労力に対して慢性的に
医療者のマンパワー不足と言えます。
　このアンバランスが今後改善される見込みがあるか
というと、むしろ状況は悪化していくことが明確に危
惧されます。というのも高齢化、診断技術の向上に伴
い、神経難病患者は増加傾向です。しかし、脳神経内
科医はそれに比例して増加することは見込めず、働き
方改革によりマンパワーは減少が確実視されていま
す。そのため、脳神経内科医が診療可能な範囲を超え

た神経難病患者が今以上に受診することになり、神経
難病診療は量・質ともに低下が避けられません。すで
に、脳神経内科外来では専門外来に受診するまでに長
い待ち時間を要し、入院精査や入院加療の待機期間も
長期化しています。入院を待っている間にさらに病状
が悪化してしまったり、診断がつく前に療養方針につ
いて意思決定を迫られる事態になったりすることが現
実に起きています。医療費全体も今後減ることはあっ
ても増えることは見込めません。今ある医療資源で神
経難病診療を維持していくことが求められているので
す。

３．構築すべき連携と、それを阻む障壁
　神経難病患者は増えていくのに脳神経内科のマンパ
ワーは低下が避けられない。そのような状況下でも神
経難病診療を維持していくためには脳神経内科ではな
い地域の医師の協力が不可欠です。脳神経内科が専門
ではない医師が神経難病診療を行うには多くの障壁が
あります。抗パーキンソン病薬の調整には専門的診察
技術や知識が求められるため、対応が難しいという声
が多く聞かれます。また、胃瘻や気管切開、人工呼吸
器、急変時の対応など、意思決定支援の際に患者・家
族から「専門医の意見が聞きたい」と脳神経内科医の
参画が求められる場合も多くあります。日常診療の中
でも患者・家族、医療者双方に専門医に相談したいと
思う状況は決して低頻度ではありません。脳神経内科
医の支援なしに神経難病を診療していくにはこれらの
障壁があり、地域で神経難病診療を成立させていくに
は脳神経内科が何らかの形で関わることのできる体制
が必要ですが、脳神経内科のマンパワーが不足してお
り、追加で支援を行う余力が全くない医療機関がほと
んどです。
　結果、脳神経内科医が診療し続けることが困難な神
経難病患者が脳神経内科のいる病院に集中し、脳神経
内科医は地域の病院や訪問診療をサポートする余裕が
なくなり、するとサポートが受けられない状況では神
経難病診療を受け入れてくれる訪問診療や病院も少な
く、脳神経内科のいる病院により神経難病患者が集中
するという悪循環が生じています（図1）。そして悪
循環を断つ有効打を示すことができないまま2024年の
働き方改革の実行を迎えることになります。
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４．多くの障壁をどのように乗り越えるか
　神経難病患者増加に対して脳神経内科医のマンパ
ワーは減少する逆風の中、神経難病診療体制を構築す
る工夫が求められています。つまり今ある医療資源の
中でどのように前述の悪循環を断つことができるかが
課題です。
　その前に、神経難病診療を支える医療的要素は何が
必要か考えてみましょう。まずは神経難病を専門とす
る脳神経内科医、そして、内科的合併症などで入院が
必要な際に対応可能な病院、さらには通院が困難に
なってきた際に自宅療養における体調維持と合併症予
防・早期対応を担う訪問診療が挙げられます。その他
にも訪問看護、訪問介護をはじめとした医療・介護資
源が不可欠ですが、骨格となる医師の連携についてこ
こでは論じていきたいと思います。
　脳神経内科医が常勤で働く病院が地域にあり、さら
に脳神経内科医の訪問診療もあれば特別な連携を構築
することなく神経難病診療は成り立つでしょう。しか
しそのような地域は非常に稀であり、脳神経内科医の
マンパワー増加は見込めないことからも、各地域に脳
神経内科医を配置することは現実的ではありません。
脳神経内科医は不足していますが、各地に地域医療を
担う病院は存在することが多く、訪問診療も各地で増
加傾向です。これらの医療資源は均一ではないため、
それぞれの地域で足りない要素は異なっています。
よって各地域における最適なサポートを提供するため
には、各地域の医療資源を調査・把握する必要があり
ます。各地域の医療資源を把握した上でそれに応じた
オーダーメイドの連携体制構築を目指すことが、限ら
れた医療資源で最大限に効果を発揮することにつなが
ります。

神経難病患者の内科的合併症への対応は脳神経内科医
が極力行ってきた背景があり、対応が難しいケースも
あることから、今後も脳神経内科医が可能な限り担っ
ていく役割になるとは思いますが、すべてを脳神経内
科医が担っていくことはできません。対応が難しい
ケースのみ脳神経内科医が担当し、それ以外は地域病
院の医師に担当してもらう体制が求められます。その
ためにも地域病院の医師が対応に困る際には脳神経内
科医による迅速なサポートが求められます。
　訪問診療も脳神経内科医が担当できればいいかもし
れませんが、脳神経内科医による訪問診療自体が少な
く、とても自宅で療養されている神経難病患者全員を
担当することはできません。同様に脳神経内科医によ
るサポートが求められています。
　脳神経内科医が直接診療するまたは、週1回でも派
遣で診療するといったサポート方法が今までは行われ
てきました。脳神経内科医のマンパワーが不足する状
況ではそのようなサポートを増やしていくことは現実
的には不可能です。脳神経内科医の具体的関わり方と
して期待されるのが、Information and Communication 
Technology（情報通信技術）すなわちＩＣＴの活用
です。オンライン診療、オンラインコンサルテーショ
ンシステムや、非公開型ＳＮＳでの情報のやり取りな
ど、個人情報に配慮した情報共有により少ない脳神経
内科医がより広く地域を支えていくことが可能になる
かもしれません（図2）。

５．今後の展望とお願い
　今回は医師の連携にのみ注目しましたが、訪問看護
や介護資源などなしに神経難病診療は成立しません。
各地域における医療資源のみならず介護資源について
も調査・把握を進めるところから始め、脳神経内科医

図1

図２
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によるサポートをどのように展開していくか検討して
まいりたいと思います。千葉市内より各医療機関様か
らのヒアリングを開始させてもらっております。持続
可能な神経難病診療体制構築のため、何卒ご協力のほ
どお願い申し上げます。

当センターにおける
相談事例・支援状況について

（相談事例）成田赤十字病院　医療社会事業課
医療社会事業司

若狭　啓太

１． 当センターにおける支援体制
　当センターでは、医療
ソーシャルワーカーが相
談窓口となり支援をさせ
ていただいています。
　 当 院 に は16名 の 医 療
ソーシャルワーカーが配
置されており、そのうち

の２名で一般科の外来(救急外来含む)および患者支援
センターを担当しています。
　患者支援センター内には、３つの相談支援センター

（難病・がん・脳卒中）を設置しています。そこに、
専門的知識をもった医療ソーシャルワーカーが常駐
し、難病患者さん及びそのご家族、関係機関や支援者
の方々からのご相談に随時対応をしています。

２．当センターにおける相談支援の状況
　在宅ケア研修会では、指定難病医療費助成制度の手
続き支援や就労支援、療養型病院への入院調整支援、
難病患者さんの在宅療養を支えるご家族の心理面に対
する支援についてご紹介をしました。
　当センターでお受けするご相談内容は多岐にわたっ
てきています。また、身寄りがない等の社会背景が複
雑な相談もあり、当センターのみでは対応困難な相談
があります。今回、ご紹介した相談事例においても、
健康福祉センターや市役所、難病患者就職サポーター
に支援協力の依頼を行い、ご協力をいただきました。
　ニーズに応じた適切な支援を提供するためには、関

係機関や支援者の方々との連携、協働の必要性・重要
性がより高まってきていると感じています。当セン
ターとしてより良い支援が提供できるように、関係機
関や支援者の方々と連携を図りながら支援にあたって
いきたいと考えています。

３．最後に
　今後も日々の相談支援や講演会の開催などを通し
て、印旛山武地域で生活する難病患者さん及びそのご
家族の日常生活の質の向上に繋がる支援の提供を目指
してまいります。

（支援状況）成田赤十字病院　地域連帯患者支援課
吉岡　稔

１．難病相談支援センターについて
　はじめに、難病相談支援
センターについてご説明
します。難病相談支援セン
ターは、保健、医療、福祉、
就労支援などに関する相
談や情報の提供、地域交流
活動の促進、また講演会や

研修会の開催を通して、地域で生活する難病患者さん
や、そのご家族の日常生活の質の向上を目的としてい
ます。
　当センターは、印旛と山武地域を管轄する「印旛山
武地域難病相談支援センター」として成田赤十字病院
に設置され、地域連携患者支援課が事務局として運営
を任されています。

２．当センターにおける支援状況について
　今回は、令和2年度から令和5年度までの講演会・
研修会の開催について、ご紹介します。講演会などの
内容は、印旛保健所、山武保健所の難病担当者の皆さ
んと打合せを行いながら決めています。開催方法につ
いては、コロナ禍以降、Webによる開催。状況次第
では、会場とWebのハイブリッド形式での開催とし、
後日録画したものをWeb上で配信するなどの方法も
とっています。
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　最後に、令和5年度の開催状況についてお話しま
す。（表4）

　まずは、8月2日に難病患者さんやご家族などを対
象とした「摂食嚥下について」の講演会を、印旛保健
所を会場に開催したところです。9月29日には山武保
健所を会場に開催いたします。
　そして11月9日には「難病についてみんなで知ろ
う！学びあおう！」をテーマに研修会の開催を予定し
ています。こちらは、成田赤十字病院の脳神経内科医
師による講演のほかソーシャルワーカー、県、市、そ
れぞれの立場から、難病患者さんにおこなっている支
援や制度などについてお話する予定です。（表5）
　当センターは今後も、地域難病相談支援センターと
しての役割を担うべく、講演会、研修会などを企画し
てまいります。

（表1）

（表2）

（表3）

（表4）

（表5）
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当院における難病患者様の支援について

千葉東病院　医療相談室
ソーシャルワーカー

白田　夏子

　当院は、千葉市中央区仁
戸名町にあり、平成16年に
国立療養所千葉東病院と国
立佐倉病院が統合されて発
足致しました。
　入院病床は313床あり、
一般病床・障害者病床・重

度心身障害者病床を有しております。
　脳神経内科では、ALSやパーキンソン病など神経
変性疾患に特化した専門診療を行っており、県の実施
する難病医療提供体制整備事業において、神経筋疾患
分野における難病診療分野別拠点病院および難病医療
協力病院に指定されております。
　当院の難病支援は、千葉県と千葉市の両行政より委
託を受けて行われております。
　まず、千葉市の委託事業である千葉市難病相談支援
センターとして、地域の難病患者様やご家族の相談に
応じるほか、専門医による難病をテーマにした講演会
などを開催し、情報発信に努めております。
　一方、千葉県の神経筋疾患分野における難病分野別
拠点病院として、県より在宅難病患者一時入院事業

（レスパイト入院）の受入れ及び事業の相談、調整に
係る委託を受けて運営を行っております。
　これらの業務を担う部署として、院内に難病相談支
援センターが設けられております。当院の難病相談支
援センターは、脳神経内科の医師をセンター長とし、
リウマチ・アレルギー科医師、看護師、臨床心理士、
療育指導員、ソーシャルワーカー、事務職員と多職種
で構成されており、それぞれ専門分野での支援を行っ
ております。
　当センターの主な活動内容のうち、講演会では、ス
ライド1にあげた内容についてお話をさせて頂きまし
た。

１．地域交流会について
①　えー・える・えすサロン
　心理室が主催で開催している交流会です。主に当院
かかりつけのALS患者様及びご家族を対象とし、当
事者同士による治療や療養、介護生活についての意見
交換を行っております。昨年度は11月にオンラインで
開催し、患者様2名と家族の計3名にご参加頂きまし
た。テーマはフリートークとし、お困りのことや相談
したいことを自由にお話頂きました。お二人とも呼吸
苦があり、NIPPVを使用されている方だったため、
NIPPVの設定のことや吸引器の種類などについて情
報交換をされておりました。
　今年度は9月、12月、3月に対面での開催を予定し
ております。

②　地域支援者交流会
　脳神経内科病棟が主催している交流会です。近隣地
域の訪問看護ステーションや居宅介護支援事業所、ヘ
ルパー事業所などにご参加頂き、病棟看護師と地域の
在宅支援者が連携して、難病患者様の療養生活を支え
ていくための顔がみえる関係づくりを目的として開催
しております。
　前回はテーマを「災害」とし、当院で使用している
災害時のアクションカードをご紹介したり、グループ
に分かれて机上訓練を行ったりしました。今年度は、

「意思決定支援」をテーマに、11月に開催予定です。

２．講演・研修会について
①　難病勉強会
　当院では、新人看護師向けの難病勉強会を毎年初夏
に開催しており、院外の関係機関へも公開しておりま

スライド1
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す。主に、脳神経内科の医師が講師となり、疾患別に
ミニレクチャーを行うものですが、今年度は6月から
7月にかけて全7回シリーズで開催致しました。
　従来の神経難病に加え、今年は腎臓内科の医師より

「多発性嚢胞腎」について、リウマチ・アレルギー科
の医師より「悪性関節リウマチ」について、レク
チャーを行って頂きました。ハイブリッド形式で開催
し、リモートで数多くの方にご参加頂きました（延べ
116事業所からのお申込み、参加者は一番多い「ALS」
の回で190名超でした）。

　また、難病講演会を年一回開催しており、今年度は
リウマチ・アレルギー疾患の患者様向けの講演会を10
月に開催する予定で準備を進めております。

３．在宅難病患者一時入院事業について
　事業の目的については、スライド2をご参照下さい。

対象となる方は、
a)　千葉県に住所を有する方
b)　 指定難病（338疾患）のうち、神経・筋疾患の患

者であり、在宅で療養する方
c)　 家族等の介護者の休息、または事故等の理由によ

り、一時的に在宅で介護が受けられなくなった方
d)　 常時医学的管理下に置く必要があり、病状の安定

している方であり、ｄ）に該当する医療処置とし
て、「人工呼吸器装着（侵襲式、非侵襲式は問わ
ない）」または「気管切開」または「胃ろう」の
方が対象となっております。

　入院受入れ機関は、千葉県と契約を結んでいる16医
療機関です。当院は基幹病院となっており、年間を通
して受入れのための病床を確保しております。その他
の病院は空床利用となっており、ベッドに空きがあっ
た場合に利用が可能となります。
　入院可能期間は一回の利用につき20日間までで（事
情により10日間までの延長可能）、同一年度で3回ま
で利用できます。利用相談・申請窓口は、居住地を管
轄する保健所となります。
　令和4年度の入院受入れ、調整実績はスライド3の
通りとなります。

　今後の課題として、入院中の重度訪問介護の利用と
急変時の対応についてあげさせて頂きました。現在
は、感染防止の観点から重度訪問介護の利用を制限し
ている医療機関が多く、コミュニケーション支援を希
望される方が利用を断念せざるを得ないという事例が
ございました。今後、少しずつ利用が緩和されること
を期待しております。また、昨年は、事業利用中に病
状が急変したり、入院先でコロナに感染してしまった
という事例もございました。
　事業利用中の急変時の対応については、県と明確な

スライド２

↑今年度の勉強会の様子です

スライド３
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取り決めがなされていない状況ですので、今後検討が
必要になってくると思います。

４．意思伝達装置貸出事業
　千葉ヘルス財団より貸与頂いた意思伝達装置の貸し
出しを行う事業です。ALS協会千葉県支部より業務を
引き継ぎ、昨年度より本格的に運用を開始致しました。
主な対象者は神経難病と診断された患者様で、意思伝
達の手段として「装置」の練習を希望される方へ、千
葉ヘルス財団より貸与された機器を無料で貸出し致しま
す。貸出期間は1か月で、3ヵ月までの延長が可能です。
令和4年度の貸出実績は、スライド4の通りです。
　※表には、当院保有機器の貸出3件も含みます。

　当院では、意思伝達装置貸出事業の利用にあたり、
ご希望の方へ機器の導入支援を行っております。機器
の購入を検討されている方に対し、当院へご入院頂
き、リハビリテーションの一環として機器の紹介や操
作の練習を行い、症状にあった装置やスイッチの選定
を行ったうえで、貸出しを行っております。
　在宅難病患者一時入院事業でご入院中にご利用頂く
ことも可能ですので、ご希望の方はどうぞ当院難病相
談支援センターまでお問い合わせください。

令和時代を生きる重度訪問介護
～いろどりプラスの
サポーター
難病でもこだわって

生きるために～
NPO法人　ALSひろば理事

柴田　綾香

　24時間人工呼吸器などの医療ケアが必要な重度障害
者（児）が住み慣れた家で生活をするためには様々な
準備が必要になります。その中でも介護は家族だけが
担っていくのは容易なことではありません。障害福祉
サービスの中には「重度訪問介護」と言うサービスが
あります。このサービスは「日常生活全般に常時の支
援を要する重度の肢体不自由者に対して、比較的長時
間にわたり、日常生活に生じる様々な介護の事態に対
応するための見守り等の支援とともに、食事や排せつ
等の身体介護、調理や洗濯等の家事援助、コミュニケー
ション支援や家電製品等の操作等の援助及び外出時に
おける移動中の介護が、総合的かつ断続的に提供され
るような支援をいうものである。」となっており、私た
ち健常者が日常的に行う様な事を介助者の支援を受け
ることで生活の質を保つ事ができます。（スライド１）

　千葉県内での重度訪問介護の支給量は令和元年から令
和５年度の見込み割合で100％以上に増えてきています。
ただ、受給者数も同様に増えてきているため一人平均の
支給量は逆に100％を下回ってきています。（表１）それに

スライド1

表1

スライド4
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加え千葉県内で重度訪問介護を提供できる事業所は年々
増えてきていますが、どの事業所も人手不足が深刻です。

　難病等で重度訪問介護を受けている利用者の中には
こだわりが強く、度々ヘルパーと衝突を起こし次々に
やめて行ってしまうといった経験をしている利用者も
少なくありません。重度訪問介護は長時間の介入が原
則のため、1対１での支援に難しさがあるのも現状で
す。政府の掲げる働き方改革で各事業所の業務内容に
ばらつきが見え始めてきています。安心して変わらな
い生活を続けるためには事業所の言いなりにならない
といけない。ちょっとした要望が聞いてもらえない。
そんな声も聞かれます。制度としてある程度決められ
た計画に沿った支援の提供をしなくてはいけないので
すが、働きやすさを求めすぎて利用者の本来のＱＯＬ
が置き去りになっているように思います。双方が同じ
方向を向き、より良く利用者の権利保持と働き手のや
りがいと働きやすさにつながることを願うばかりで
す。一方、重度訪問介護を含む制度改正は少しづつ行
われています。たとえば入院時にヘルパーを同行させ
て、医療者とのコミュニケーション支援を行うことで
円滑な治療、介護を受けることができるようになりま
した。（スライド２）

　他にもヘルパーの運転する車での移動も可能になり
ました。（利用者の用意した車両に限る）
　通勤・通学の外出同行に関してもある患者団体が厚
生労働省に陳情書を出し、大学就学時の同行支援を可
能にしました。時代が変わってきているのです。障害
制度は主に若い世代を支援するための制度です。勉強
の機会を奪うことも、働き盛り・子育て世代などの就
労の機会を奪うことも決してあってはならないことで
す。何よりテクノロジーの発展によりパソコンがあれ

ば家にいて、寝たきりの状態でも社会に参加すること
は可能です。ただ、いくらテクノロジーが発展してい
ても、寝たきりの状態で物理的な電源のオンオフやパ
ソコンの位置合わせなどはできません。そこには必ず
人の手が必要です。パソコンの視線合わせやスイッチ
の位置合わせはとても繊細で微妙な感覚で調整をしな
くてはいけません。停電が起きた時、地震が起きて物
が倒れてきたときなども同じです。通信網が無事でも
物理的にSOSが呼べません。便利な機器と人の手は
切っても切れない関係にあると思います。ただ、家族
が24時間付きっ切りでそれらを補うことに限度があり
ます。家族にも生活や人生があります。その様な時に
こそ重度訪問介護を積極的に利用する事が良いと思っ
ています。では重度訪問介護を使って実際に生活をし
ている方はどのように生活をしているのでしょうか。
実際、24時間365日のヘルパーの介護を受けている方
も大勢います。利用者の中にはご自身で自分の為の介
護事業所を立ち上げ、ヘルパーを募集し生活をされて
いる方もいらっしゃいます。専任のヘルパーが4人い
るだけで、シフトが完成します。ヘルパーさんも週休
2日は確保でき、隙間なくシフトが組まれているので
無駄な残業もありません。重度訪問介護は介護保険な
どに比べ単価は安いですが、その分長時間の支援にな
りますので収入としては介護保険の訪問介護よりも上
回る場合が多いです。夜勤をするとさらに収入がアッ
プしますので、効率よく働けるメリットもあります。
そして、利用者側も自分にあった介護をしてもらえる
事で、安心して穏やかな生活が可能になります。（ス
ライド３）

　重度訪問介護では外出支援も含まれていますので
四季折々の風景を見にお出かけされる方や好きな
アーティストのライブに行ったり、買い物へ行ったり、

スライド2

スライド3
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お子さんの入学式に参加し涙を流して喜ばれる方もい
らっしゃいました。呼吸器を装着して外出をするのは
ハードルが少し高いように思いますが、慣れてしまう
と案外準備もスムーズで身軽なものです。ヘルパーも
気分転換になりお出かけが好きなヘルパーもたくさん
います。
　私は事業所のサービス提供責任者とＮＰＯの患者会
の両方の立場を持ち支援をさせて頂いています。時に
は矛盾も生じますが、福祉という観点から考えるとや
はり誰もが幸せであるべきと考えます。患者さんには
自己決定の機会をもってもらい、支援する側は話を聞
く。時にはぶつかったとしても必ず着地できるところ
が有るはずですので、ぜひ話し合いの場を有効に使っ
ていきたいと思います。重度訪問介護を利用し、
QOLのその先の令和の時代にあった支援で人生を彩
り豊かに過ごせるように制度も時代に追いついてきて
ほしいものです。

受付の様子

司会の大谷事務局長

講演の様子（その２）

講演の様子（その3）

講演の様子（その4）

講演座長の伊藤喜美子委員

講演の様子（その１）

ちばヘルス財団だより Vol.26

12



千葉県における重症児者への
災害支援と地域づくり

千葉県千葉リハビリテーションセンター　　　
千葉県医療的ケア児等支援センター　ぽらりす

医療的ケア児等コーディネーター
景山　朋子

　千葉県医療的ケア児等支
援センターぽらりすは、医
療的ケア児支援法に基づ
き、千葉県から委託を受け
令和4年7月に開設されま
した。医療的ケア児等支援
センターの「等」に拘り、

医療的ケアのあるなしに関わらず心身ともに脆弱で生
涯に渡り支援の必要な、全ての重症心身障害児者と医
療的ケア児者を対象としています。
　重症心身障害児者と医療的ケア児者が千葉県のどこ
にいても、安心してあたり前に暮らすことができるよ
う、本人、家族、支援者を見守り、北極星のように光
を放ち ｢みちしるべ｣ となることをめざしています。
県の支援センターとして、相談支援、人材育成、機関

連携・協働、地域体制整備、情報収集・発信、権利擁
護と虐待防止の６つの機能を担い、災害支援について
は、機能４　地域体制整備の中で展開しています。
　令和元年９月、千葉県を中心に大きな被害をもたら
した台風15号では、記録的な暴風雨により最大約94万
戸で長時間の停電となりました。当センターも早朝か
ら停電し、非常電源を医療機器に絞って利用し、呼吸
器を使用する等濃厚な医療的ケアを必要とする入所者
の命を守りました。当時、医療型障害児入所施設や急
性期病院では、県内合わせて45人の重症児者を緊急で
受け入れましたが、当センターのように医療機関自身
が被災し、停電が復旧してから受け入れを開始した所
もあり、医療機関への避難を諦めざるを得なかった在
宅重症児者も多数いました。そして、在宅で生活する
濃厚な医療的ケアの必要な重症児者は、暑さとともに
医療機器のバッテリーの残量が減り、命の危険に晒さ
れました。
　このような状況の中、停電を免れた通所施設やヘル
パー事業所などによる、家族丸ごとの緊急の受入れが県
内各地で行われ、把握しているだけでも16人の命が救
われました。医療機関の受け入れに限界があることを実
感するとともに、家族が一緒に避難できれば、本人のケ
アをできるため、医療機関でなくても少しのスペースと
電源があれば、救える命があることがわかりました。
　この経験から、重症児者が暮らす市町村において災

2023.11.17　香取合同庁舎大会議室2023.11.17　香取合同庁舎大会議室

医療的ケア児等の災害対策と医療的ケア児等の災害対策と
日頃からの地域とのつながり日頃からの地域とのつながり

令和５年度　地域在宅ケア研修会令和５年度　地域在宅ケア研修会
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害時の支援体制を構築することが急務であると考え、
令和2年度に千葉県医療的ケア児等地域支援体制・構
築支援事業を千葉リハビリテーションセンターとして受
託しました。モデル事業として、香取広域、習志野市、
成田市の3地域に協力を依頼し、行政横断連携による
災害支援体制の構築を支援しました。令和4年度から
は、ぽらりすとして事業を継続し全県に拡げています。
　地域支援のプロセスは、重症児者がどのような状況
で暮らし、どのような支援が求められているか市町村
が把握するよう、市町村を実施主体とする実態調査を
促しました。
　実態調査の自由記載では、「人工呼吸器を使用し停
電が一番心配」、「避難所めぐりをするのではなく福祉
避難所へのダイレクト避難をさせてほしい」と言う声
があがり、重症児者の個別避難計画の策定を提案し、
福祉避難所などへのダイレクト避難を勧めています。
　避難先は、もちろん自宅避難を第一の候補とし、自
宅避難の場合に必要な物品や、安否確認を誰がするか
などを確認します。小中学校や公民館の一時避難所も
含め、病院、近くの障害者施設や介護保険事業所、地
域生活支援拠点や、特別支援学校など選択肢を拡げ選
んでいきます。

　令和3年の災害対策基本法の改正により、避難行動
要支援者への個別避難計画の策定が市町村の努力義務
となりました。内閣府のガイドラインでは「福祉避難所
への直接の避難を促進する」とあり、県の避難所運営
手引きでも、広く住民に福祉避難所について周知し直
接避難についても理解と協力を求め、本人、家族、自
主防災組織、支援団体に周知徹底を図るとあります。
　しかし、国も県も推奨しているのに、市町村からは「ダ
イレクト避難は制度上無理だ」と言われます。近くの一

時避難所にまずは避難し、支援困難と判断され初めて、
福祉避難所に避難できる流れが踏襲されているのです。
　市町村では防災担当者からは「重症児者を優先した
ダイレクト避難や電源確保は地域住民の理解が得られ
ない」「電源が命に関わる重症児者の存在や状況を知ら
ない。会ったことがない」と言われます。重症児者の
災害支援では、市町村の防災担当者、福祉避難所、地
域住民等の理解を促すために、地域に重症児者が暮ら
していることを「知ってもらう」ことが何より必要です。
　ぽらりすでは市町村に出向き、香取広域や習志野市
のような先進事例を紹介し、自地域の強みを活かしな
がら地域が主体となって支援体制を構築できるよう促
しています。

　香取広域では「災害時に避難することを諦めない地
域に」をスローガンに、医療的ケア児等コーディネー
ターを配置する障害者基幹相談センターが協議の場の
事務局となり、防災・福祉担当課、医療機関、福祉事
業所、特別支援学校とともに、ご家族も参加していま
す。官民のゆるやかな横断連携が行なわれ、非常電源
を配備した庁舎等へのダイレクト避難を可能とし、避
難プラン作成のためのガイドブックや電源マップを作
り、避難訓練まで継続した実践が行なわれています。
　習志野市では実態調査から課題を抽出して、①災害
時の支援体制について、②短期入所等社会資源の創設
について、③医療連携体制の構築について、という３
つの課題に並行して取り組み、相互作用により解決に
繋げることを目指しています。介護保険事業所の協議
会に参加し、重症児者が市内でお泊まりができる場、
通える場、お風呂に入れる場、災害時に避難できる場
として受け入れを呼びかけ、合同防災訓練では市長に
直接、ダイレクト避難の制度化を求め、議会でも取り
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上げられました。防災担当課からは、介護保険施設な
どの「人道的な受け入れは妨げない」との回答があり、
現在市内の介護保険施設3施設でダイレクト避難が応
諾されています。
　千葉市では、令和4年度に防災対策課が個別避難計画
策定費を予算化し、令和5年度は相談支援事業所に委託
されることになりました。策定した避難計画から近隣の重
症児者を集め、非常電源を配備する介護老健施設に、ダ
イレクト避難を前提とした避難訓練を実施しています。
　佐倉市では地域住民が主体となって重症児者の避難
訓練を行なっています。呼吸器を使用する重症児と家
族が自治会館に避難しました。地域住民にたくさん
抱っこもしてもらい、温かい声掛けが飛び交いまし
た。「形骸化していた自主防災活動が実働できてよかっ
た」「重症児者・ご家族と普段から交流したい」と声があ
がり、この取り組みが隣の自治会へと拡がっています。

　東日本大震災で高齢者や障害者の死亡率が低かった
地区があり、その地区では日頃から高齢者・障害者と
一緒に避難訓練を行っており、どこにどんな障害者が
いて、どんな支援が必要なのか、近所の方がよく知っ
ていったという報告が挙げられています。
　防災・障害・介護・保健・教育・自治会まで、行政横断
連携と、官民・本人・家族の協働により、1枚１枚個別避
難計画の策定を重ね、重症児者を地域に繋げていきます。
　最も脆弱な重症児者の命を諦めない災害支援は、全
ての人が命を諦めない災害支援に繋げることができる
と思います。重症児者の災害支援を災害支援の光とし
ていきたいです。

医療的ケア児等の家族による
防災・減災対策の試みと

今後の課題について

社会福祉法人ロザリオの聖母会
香取市神埼町東庄町基幹相談支援センター

香取障害者支援センター
医療的ケア児等コーディネーター

森田　裕子

　医療技術の進歩に伴い、
在宅で生活される医療的ケ
ア児者は、年々、増加傾向
にあります。
　令和3年に医療的ケア児
支援法が施行され、国や地

方自治体が医療的ケア児の支援の責務を負うと明文化
されました。千葉県では、『児』から『者』まで切れ
目なく総合的に支援できるよう『医療的ケア児等コー

ディーネーター』が保健・医療・福祉・教育・就労等
の関係機関と連携体制を構築し、医療的ケア児者の地
域生活支援の向上を図る役割を担っています。
　香取広域の取り組みとして、令和２年度に実態調査を
行い、医療的ケア児等の支援に関する協議会（以下、
協議会）を設置しました。令和３年度に『災害対策』を
テーマに協議し、個別避難計画、作成ガイド、D-mapを
作成。また、香取広域（香取市・神崎町・東庄町）で日
常生活用具の支給に蓄電池等が追加されました。令和４
年度は、『災害対策』『日中の居場所』のアンケートを実
施。令和５年度は、香取広域に医療的ケア児等コー
ディーネーター１名が配置となり、実態調査を実施。年
度内に医療的ケア児等防災ハンドブックの配布、当事者・

図１　香取広域の取り組み
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ご家族の集いの場づくりを予定しています。また、令和
3年度から避難訓練を実施し、個別避難だけでなく、複
数避難や地域を巻き込んだ訓練も予定しています。
　医療的ケア児者の多くは、人工呼吸器や加湿器、痰
吸引器、吸入器など、電源を必要とする医療機器を使
用します。一部、内部バッテリーが装備されています
が使用時間が短いため、災害時の電源確保が重要課題
になります。
　香取広域は千葉県北東部に位置し、医療機関まで片道
1時間以上と遠方なため、災害時の避難が困難な状況に
あります。令和元年の台風では、倒木、浸水等の道路状
況により、医療機関への避難を途中で諦めて、停電を免
れている知人や親族宅へ避難された方が多くいました。
　『電源の確保』の課題策として、①日常生活用具の
蓄電池等助成を当事者・ご家族に情報提供し、災害や
緊急時に備えて頂く。②D-map（電源マップ）の協
力機関を増やし、地域で電源を確保できる体制を構築
していく。③ダイレクト避難に地域差があるため、地
域の福祉・防災担当者等に避難訓練に参加して頂き、
医療的ケア児者の現状を理解し協力を得て、福祉避難
所へのダイレクト避難が実現できる体制を構築してい
く。④地域に医療的ケア児者が利用できる地域資源が
少ないため、障害・高齢・医療分野の連携体制を構築
していきたいと考えています。

　令和3年度の協議会では、『災害対策』について協
議し、生命維持、安全な避難のため、自家発電機や太
陽光発電機、蓄電池等を備えている地域の電源情報を
D-mapに示し、災害時に活用できるようにしました。
令和５年８月現在、香取市53か所、神崎町６か所、東
庄町６か所の登録がありますが、その大半が避難所の
ため、行政から避難所開設の指示がないと利用できな
いことが課題となっています。そのため、農業が盛ん

な地域特性を活かして農家への開拓や民間企業への協
力を図り、広報等でD-mapの周知しながら地域の支
援体制を強化していきたいと考えています。

　『なぜ、福祉避難所へのダイレクト避難が必要なの
か。』医療的ケアを必要とされる方は、①電源の確保
が難しい。②医療機器、医療物品等の避難物品が多い、
③感染リスクがある、④移動時のリスクがある（医療
器具が外れる、移動時の故障）、⑤居場所の確保が難
しいなどの理由があります。そのため、個別避難計画

（避難ぷらん）を作成し、個々の状態に応じた避難を
考えていく必要があります。
　避難ぷらんは、重症心身障害児者・医療的ケア児者
の希望者を対象に作成します。事前調査後に自宅訪問
を重ね、災害時の避難方法、避難所の選定、避難先の
情報などを確認し、医療機関や福祉・防災担当者、各
関係機関と連絡調整を行います。その後、避難ぷらん
のケア会議を行い、避難訓練を実施、1年毎のモニタ
リングを実施していきます。避難ぷらんを作成するこ
とで、事前に関係機関と情報共有できるため、災害時
の避難がスムーズになります。今年度の台風時は、避
難ぷらんや避難訓練を通して、各関係機関が情報把握
できていたため、自宅周辺で停電が起きていることを
関係機関で共有し、事前に蓄電池を貸し出すことがで
きて災害に備えることができました。

　避難訓練では、医療機関への受け入れ要請の連絡訓
練を行いました。事前に病院のソーシャルワーカーと連
携し、連絡事項をマニュアルで用意していたため、ご家
族は慌てずに連絡ができていました。避難所への移動
の際は、医療機器以外にも昇降機や車庫のシャッター
など、普段の生活で多くの電源を使用していることがわ
かり、平常時の電源確認も必要だと気づかされました。

図２　D-map電源マップ
図３　避難ぷらん
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また、居室では医療機器や医療物品が多く、落下や転
倒でケガや避難経路を塞ぐ危険性もあるため、防災対
策も重要です。避難所では、出入口、動線、居場所、
電源（コンセントの場所、個数）、ドラム・延長コードの
使用確認を行いました。自家発電機と蓄電池の充電訓
練では、１％の充電に4～5分の時間を要し、始動後し
ばらくは電圧の変動が続きました。医療機器への直接
充電は故障のリスクがあること、自家発電機は一酸化
炭素中毒の危険性があるため屋外で使用すること、雨
天時は雨除け対策が必要なことなど、支援者側も訓練
を通して多くのことを学ぶことができました。
　避難訓練後の振り返りでは、ご家族から、「自分たち
で何とかしなければならないと考えていたが地域支援者
とつながりができたことで心強い。」「訓練を通して見通
しがもてた。」「災害に備えて家族で考えていきたい。」

「食料備蓄や避難用具等を準備したい。」「平常時や外出
時に蓄電池を使用して使用時間や充電時間を調べてみ
たい」など、当事者、ご家族が災害に備え、考えて行
動されるようになり、自助力の向上を感じています。

　これまでの取り組みを活かし、平常時から災害に備
えていただけるよう『医療的ケア児等防災ハンドブッ
ク』（B5、10P）を作成し、年度内の配布を予定して
います。内容は、１市２町のハザードマップ情報、災
害時の避難先、避難所・医療機関・地域の協力者、電
源の確保情報、避難物品（医療的ケア用品、一般必要
品）、お薬手帳や気象情報、停電情報などをQRコー
ドから情報を読み取れるようにしています。
　今後の展望として、①D-mapを開拓し、地域の支
援体制を強化していく。②障害・高齢・医療等の分野
の連携を強化し、地域資源を確保していく。③希望者
全員の避難ぷらん作成、避難訓練を実施する。④医療
的ケア児等防災ハンドブックを配布し、当事者・ご家

族の自助力を高めていく。⑤当事者・ご家族の集いの
場をつくる等を目標に取り組んでいきます。
　医療的ケア児者の防災の取り組みは始まったばかり
ですが、災害はいつ何時起こるかわかりません。現時
点でできることを考えて平常時から備えることが重要
です。今後も地域の関係機関、支援者と協働し、地域
で支える体制構築を目指していきます。

図４　避難訓練の取り組みから

図５　医療的ケア児等ハンドブック
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研修会の様子

香取障害者支援センター 辻内センター長主催：（公財）千葉ヘルス財団 平山理事長

講師：森田裕子 氏、景山朋子 氏（左から）
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　本日、臓器移植についての市民公開講座を開催する
に当たり、主催者を代表し一言御挨拶を申し上げま
す。
　毎年10月は「臓器移植普及推進月間」です。
　臓器移植法が平成9年10月に施行され、その後、平
成22年7月に改正臓器移植法が全面施行されたことに
より、生前に書面で臓器を提供する意思を表示してい
る場合に加え、御本人の臓器提供の意思が不明な場合
にも、御家族の承諾があれば、臓器の提供ができるよ
うになりました。
　全国の脳死下及び心臓が停止した死後における臓器
提供件数は、令和元年が125件と最も多くなっており
ましたが、今年は8月末時点で既に99件と令和元年の
同時期を上回っています。
　このような状況ではございますが、全国で臓器移植
を希望する待機者がおよそ16,000人にいるのに対し、
移植を受けられる方は、わずか数％と厳しい状況が続
いております。
　令和3年度に実施された内閣府の調査によると、臓
器提供に係る意思表示をしている人は、およそ1割程
度、今年度、本県で実施しました県民への調査におい

ても2割程度に留まっており、提供「する」「しない」
の意思表示は、未だに進んでいないのが現状です。
　私たちは「臓器を提供する」、「移植を受ける」のど
ちらの立場にもなる可能性があり、臓器移植は、一人
ひとりの意思表示とご家族の承諾、さらに、広く社会
の理解と支援があって、初めて成り立つ医療です。
　県では、千葉ヘルス財団のご協力のもと、移植医療
を「自分のこと」として考える機会を提供し、臓器提
供の意思表示という具体的な行動につなげ、その輪を
より多くの方に広めることを目的に、「2023グリーン
リボンキャンペーン千葉」として、グリーンライト
アップや街頭啓発を行う他、市民公開講座の開催等に
よる普及啓発を実施しています。
　本日、ご来場の皆様には、本日の公開講座を身近な
方と臓器移植の話をするきっかけとしていただき、よ
り多くの方々と臓器移植への理解を深めていただける
と幸いです。
　結びに、お忙しい中、講演を快く引き受けて下さっ
た講師の皆様に感謝申し上げるとともに、御参加いた
だいた皆様の御健勝と御多幸を祈念して、私の挨拶と
させていただきます。

2023.10.15　ホテルポートプラザちば2階ロイヤル2023.10.15　ホテルポートプラザちば2階ロイヤル

～腎臓病の治療と移植医療～～腎臓病の治療と移植医療～

令和５年度　臓器移植についての市民公開講座令和５年度　臓器移植についての市民公開講座

主催者挨拶
千葉県健康福祉部疾病対策課 出浦課長
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基調講演基調講演

新たな国民病・慢性腎臓病の管理
～治療選択肢としての腎移植～

千葉大学大学院医学研究院　腎臓内科学
特任講師

鈴木　倫子

１．はじめに
　腎臓は体の背中側に位
置する、左右一対のソラマ
メ型の臓器です。非常に血
管が豊富な臓器であるゆ
え、高血圧や動脈硬化など
血管に負担を与えるよう
な病態の影響をうけ、機能

障害をきたすことが分かっています。腎臓は沈黙の臓
器と呼ばれ自覚症状がでにくく、症状が出たときには
既に腎機能がほとんど廃絶した末期腎不全の状態に
なっていることも珍しくありません。こうした末期腎
不全に対する治療法には透析療法の他に腎移植があり
ます。腎移植は、損なわれた腎臓の機能を総合的に補
完してくれる、唯一の根治的治療法であることから、
腎不全治療の“ゴールドスタンダード”との位置づけ
がなされています。本稿では、実際の講演内容に従っ
て、腎臓の働き、その機能が障害された慢性腎臓病の
病態やその原因となるものをあげ、予防や各ステージ
にあわせた治療法について述べていきます。

２．腎臓の働き
　腎臓の働きは多岐にわたり、体内恒常性維持のため
大変重要な役割を果たしています。 その機能は、①
尿の生成　②ホルモンの産生と調節、の二つに大別さ
れます。腎不全になり透析療法を治療法として選択し
た場合は、①の機能はある程度補完されますが、②に
ついては、薬を用いて管理する必要があります。腎移
植を行った場合は、腎機能①、②ともに補完されるの
で、より総合的な治療法となります。

＜腎臓の働き①：尿の生成＞
　腎臓には、一日に約1500Lもの血液が流れ込み、体
内の老廃物がここで濾し出され（原尿といいます）、

さらにこの原尿は尿細管という細い管を通る過程で、
必要なものは再吸収され、いらないもの（毒素や老廃
物、余分な水分）は尿として体外に排出されます。最
終的には原尿成分の99%は再吸収され血流を通じて体
内に戻されますが、残り1%である約1.5Lが尿として
排泄されます。（図１）

＜腎臓の働き②ホルモンの産生と調節＞
　腎臓はホルモンの産生・調節に関わる内分泌臓器として
の側面も持ち、具体的には以下の作用を呈します。（図２）

ⅰ）　レニン産生による血圧調整
ⅱ)　 エリスロポエチン産生による骨髄での赤血球産

生促進
iii)　 ビタミンDの活性化による腸管からのCa吸収を促進

３．慢性腎臓病とは
　腎臓の機能が低下した状態、あるいは将来的に低下する
リスクが高い状態の人も含めて、「慢性腎臓病」と定義して
います（図３）。慢性腎臓病は、本邦の成人8人に1人である
約1480万人と推定され、新たな国民病ともいわれています。
　腎機能の指標には、血液検査でのCr（クレアチニン）
値が汎用されますが、Cr値は腎障害がかなり進行す
るまで大きな変化はなく、より鋭敏な腎機能の指標と

図1

図2
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して、Cr値をもとに年齢や性別などを加味して算出
したGFR値というものを使用します。GFR値のおお
ざっぱな解釈としては、健康な腎機能を100としたと
きの、自身の腎機能を表す値だとするものです。
　慢性腎臓病はGFR値により、ステージ1～5まで進
行ステージが分けられています。GFR値の低下に従
いステージが進行し、GFR<15ml/min/1.73m2(標
準体重)となるステージ5においては、腎不全の症状
として、食欲低下、吐き気、嘔吐、労作時息切れ、下
肢を中心としたむくみなどが自覚され、薬による治療
だけでは症状のコントロールが難しくなり、透析や移
植を考える段階に入ります。(図4)

４．慢性腎臓病の治療

　慢性腎臓病は、透析や移植などの腎代替療法を必要
とする前段階の保存期と、腎障害が進行した腎不全期
とに大きく分けられます。

＜保存期慢性腎臓病の治療＞
　腎機能がある程度保持された状態であれば、腎障害
を進行させる要因を取り除くことで、腎不全への進行
防止や進行スピードの遅くすることが可能です。腎機

能障害があっても症状がでにくいため、健診などで定
期的に腎機能や尿所見を検査し、異常があれば早期に
治療を開始することが重要です。
　透析導入となる方の腎障害の原因には、多いものか
ら順に、糖尿病性腎症、高血圧などによる腎硬化症、
慢性糸球体腎炎があります（図5）。慢性糸球体腎炎
を原因とする腎不全の割合は年々減少傾向にあり、か
わって増加したのが、糖尿病や高血圧など生活習慣に
関する原因で（図6）、こうした中から複数の因子が
関与して腎機能障害を進行させると考えられていま
す。薬による治療以外に、患者さん自身が、食生活を
はじめとした生活習慣の改善に努め、医療サイドから
は、血圧や血糖を厳密に管理すること、蛋白尿がある
場合はできるだけその量を低下させることを主眼とし
て適切な薬を投与することとなります。慢性腎臓病が
ある方の血圧管理は、一般に推奨されている管理目標
値よりもさらに厳密に管理することが推奨され、降圧
剤にはRAS阻害薬をはじめ、カルシウム受容体拮抗
薬やサイアザイド系利尿薬などを用いて管理します

（図7）。血糖値については、持続性の高血糖は血管内
皮細胞を障害するため血管障害ひいては腎障害を増悪
させると考えられ、年齢や状態にあわせ適切な範囲に
管理することが推奨されています。近年、もともと糖

図3

図4
図5

図6
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尿病治療薬として開発されたSGLT2阻害薬が、血糖
管理を改善するだけでなく、尿蛋白を減らして腎負担
を軽減し、糖尿病の有無にかかわらず、腎機能の低下
を緩やかにし、腎保護作用を示すことが報告されてお
り、今後の診療に大きな期待を持たれています。

＜末期腎不全の治療＞
　末期腎不全に対する腎代替療法のうちわけとして、
全体の9割以上が血液透析であり、腹膜透析や腎移植
は各数％ずつと非常に少なく、国際的な比較でも本邦
の腎移植の普及は著しく遅れています。腎移植は、ド
ナーの違いによって、生体腎移植（生存している方がド
ナー）と献腎移植（亡くなられた方がドナー）とに分け
られます。現在年間2000件前後の腎移植が行われ、そ
のうち9割以上がご家族をドナーとする生体腎移植であ
り、献腎移植は1割以下の100～120件前後となっていま
す（図8）。2021年のデータでは千葉県内全体で58件
の腎移植が行われましたが、COVID-19の影響もあり
献腎移植は行われず、58件すべてが生体腎移植でした。
　透析と比較した腎移植の違いとして、患者さんサイド
からは、通院頻度、学業や仕事への影響、食事制限の
緩和、成長障害改善、栄養状態改善など、おもにQOL
の改善に着目した好意的な声がきかれることが多いで

すが、医療者側からは、移植はより根治的な治療であ
る反面、免疫抑制剤の使用に伴う副作用や合併症のリ
スクがあり、腎代替療法選択外来などの機会を通じ、
十分かつ慎重に移植適応を決定することが望まれます。

５．まとめ
　末期腎不全の予備軍である慢性腎臓病患者は増加傾
向にあり、自覚症状がなくても定期的に健診で腎機能
と尿所見を検査し、異常を早期にみつけて治療開始す
ることで、腎不全への進行を阻止あるいは遅らせるこ
とが可能となります。
　末期腎不全に対する治療には透析療法と移植があり
ますが、腎移植ではより根治的な腎機能の補完が期待
でき、治療の「ゴールドスタンダード」と位置づけら
れています。小児患者に限らず、若年・壮年の患者も
腎移植を末期腎不全治療の選択肢の一つとして、積極
的に検討していただけることを願っています。

腎移植を受けるにはどうすればよいのか？
腎移植を受けた後の生活は？

千葉大学医学部附属病院　食道胃腸外科
診療准教授
丸山　通広

はじめに
　腎臓の機能が無くなる
と、尿が出なくなり肺に水
が溜まったり（肺水腫）、
心 臓 の 動 き が 悪 く な り

（うっ血性心不全）いずれ
死を迎えてしまいます。そ
うならないようにするた

めに、腎臓の機能を、別の方法で補う必要があります。
その方法は3種類あり、血液透析、腹膜透析、腎移植
です。ここでは腎移植について長所・短所、移植を受
ける方法などにつき述べていきます。

腎移植の短所
　大前提として腎臓を提供してくれる人（ドナー）が
いなければ移植を受けることはできません。ご家族で
腎臓を提供してもらえる人がいるならば、生体腎移植図8

図7
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が考えられます。いなければ、亡くなった方から腎臓
を提供して移植を行う献腎移植を待つこととなりま
す。生体腎移植の場合は健康なドナーから一つの腎臓
を採取する必要がありますし、献腎移植の場合は適合
するドナーが現れるまで長期間待機する必要がありま
す。腎移植は全身麻酔による手術となります。麻酔及
び手術に耐えられるだけの体力、心肺機能が必要で
す。移植した腎臓を受け入れ、拒絶反応をおこさない
ようにするために、免疫抑制剤を、少なくとも移植し
た腎臓が機能している間は服用する必要があります。
免疫抑制剤にて抵抗力が落ちますので、感染には注意
が必要です。免疫抑制剤を服用していても拒絶反応が
起きてしまう場合があります。ほとんどの患者さんが
治療にて治癒しますが、ごく稀に重度の拒絶反応にて
移植した腎臓が廃絶してしまうこともあります。

腎移植の長所
　透析と比較して食事制限（果物、生野菜など）、水
分制限がほぼ無くなります。海外を含む長期の旅行も
可能です。通院は1～3ヶ月に1回で済みます。腹膜
透析のようにお腹に透析用カテーテルが常時挿入され
ている煩わしさがありません。統計的には、透析と比
べて腎移植の方が長生きできることになっています。
透析中には妊娠出産は極めて困難とされていますが、
腎移植後は条件が整えば可能です。

腎移植の費用について
　まず身体障害者手帳の取得が必要です。何級でも
かまいません。その上自立支援医療の申請も必要で
す。これにより、移植手術の費用、移植後外来での
免疫抑制剤の費用の大半が補助の対象となります。
生体腎移植の場合、ドナーの術前検査費用、手術費
用も同様に補助が受けられますが、検査の途中で何
らかの理由により移植が中止になった場合は、ドナー
の検査費用が全額自費となってしまいます（健康保険
も利用出来ません）。移植を受ける人（レシピエント）
の術前検査費用は、一般の保険診療となります（特
定疾患受給者証などが使用出来る場合もあります）。

献腎移植の準備
　移植施設を受診して献腎移植への登録をする必要があ
ります。現在千葉県内で献腎移植を行っている施設は、

千葉大学病院、東京歯科大学市川総合病院、東京女子医
科大学八千代医療センター、亀田総合病院、柏厚生総合
病院の5施設です。登録には、申込書への記載、血液検
査、登録料（3万円）の振込が必要となります。登録後
は1年に1回の登録移植施設の受診と、郵送されてくる更
新用紙の返送、更新料（5千円）の振込、血液の郵送が
必要で、これを移植までの間繰り返す必要があります。
　待機患者さんの中からどのような基準で移植に選ばれ
るかですが、提供するドナーが現れた際に以下の項目を
点数化して点数の高い患者さんが選ばれます。前提とし
て血液型が一致、クロスマッチ検査陰性があり、1）ド
ナー提供病院の所在地（登録施設と同一県が12点、＊同
ブロック6点＊千葉県であれば関東甲信越）、2）HLA（6
個の白血球の型）適合数（最大16.1点）、3）待機日数

（11年までは1年1点）、４）20歳未満優先（16歳未満14点、
16～19歳12点）となっています。ごく簡単に言うと、未
成年は選ばれ易く、長期待機患者さんが選ばれ易い傾向
にあります。また千葉県でドナーがでれば、千葉県の施
設に登録している患者さんで選ばれ易くなっています。
　献腎移植を待っている患者さんは大変多く、2023年10
月末日現在全国で14,181名が登録されています。一方
我が国では死後の臓器提供数はとても少なく、人口100
万人あたり0.62人となっています（2021年データ）。こ
れはアメリカ合衆国の約67分の1に過ぎず、韓国の14分
の1です。千葉県内の施設で献腎移植が行われるのは
年間に1～4件程度です（図1）。そのようなわけで献腎
移植可能であった患者さんの平均待機期間は15～16年
と長期になっています。長期待機後、いざ移植となった
場合に全身状態が悪く移植不可とならないために、適度
な運動を心がけ足腰を鍛えておく、心臓の機能を落とさ
ないように飲水量を制限するといったことが重要です。

図１．千葉県内施設別献腎移植件数 1967～2023.9
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生体腎移植の準備
　まず行うことは腎臓を提供してくれるドナーとともに移
植施設を受診することです。ここで重要なのは、ドナーが
自らの意思で腎臓を提供するということであり、強要され
たり、金銭の提供と引き換えであったりしてはいけません。
生体ドナーになれる家族の範囲ですが、血が繋がっていれ
ば6親等まで、繋がっていなければ3親等（叔父叔母など）
までとなっています。ドナー、レシピエントとも重度の肥
満がある場合には、ある程度減量してからでないと検査に
進めないこともあります。また禁煙も必須です。
　移植までの流れです（施設によって差はあり）。まず
外来にて血液・尿検査を行います。ドナー候補の腎機
能が正常か、感染症はないか、糖尿病はないかなどを
検査します。それと同時または結果判明後クロスマッチ
検査を行います。移植を行っても重度の超急性拒絶反
応をおこして移植した腎臓がすぐに廃絶してしまうこと
がないかを調べるものです。これらがクリアできれば、
レシピエント、ドナーとも精密検査を行います（施設に
よって、入院で行うか外来かは異なります）。手術に耐
えられる心肺機能があるか、悪性腫瘍が無いかなどで
す。ドナーでは腎臓の機能をさらに詳しく検査します。
提供する場合左右どちらの腎臓を採取するか決めるた
めに、左右別の機能や血管の本数を調べます。以上の
検査が終了して腎移植の日程が決まります。再検査、
追加検査が必要となる場合も多く、初診時から移植の
日まで半年以上を要することも稀ではありません。
　移植を希望して移植施設を受診しても、結局移植が
出来なかったということもあります。ドナー要因とし
ては、腎機能が悪かった、重度の糖尿病であった、癌
が見つかった、肥満があり減量できなかった、心臓の
機能や呼吸機能が悪かったなどです。ドナーは年齢よ
りは全身状態が重要ということです。レシピエント要
因としては、クロスマッチ検査陽性、癌が見つかった、
肥満、心臓機能や呼吸機能の低下などです。
　ドナーの手術は内視鏡を用いて、小さな創にて行い
ます。最後に腎臓を取り出す創が8~9cmほどになり
ます。従来法では脇腹を大きく25cm適度切開してい
ましたが、内視鏡手術は美容面だけでなく、創の痛み
も少なく翌日から歩行でき、合併症も軽減できていま
す。千葉大病院では通常術後6日目に退院しています。
　レシピエント手術では、ご自身の2つの腎臓を摘出
することなく、右の下腹部に移植します。15～20cm

ほどの創となります。生体腎移植の場合は通常移植直
後から尿が作られ、移植後の透析は不要となります。
移植後24日前後に退院することが多いです。
　現在千葉県内の生体腎移植施設は前述の献腎移植施
設の他、玄々堂君津病院、順天堂浦安病院、国際福祉
大学成田病院の計8施設です。

移植後の生活
　腎移植後は、海外旅行に行ける、水分制限がない、
果物・生野菜が食べられる、妊娠・出産可能など色々な
制限がなくなります。しかしすべてから解放されるわけで
はありません。せっかく頂いた腎臓を守り、長く健康な
生活を送るために守らなければならないことがあります。
　移植後は拒絶反応予防のため、免疫抑制剤を長期に
内服する必要があります。免疫抑制剤の効果が悪いと
拒絶反応を引き起こし、効き過ぎると抵抗力が落ち感
染症を発症してしまいます。免疫抑制剤の効果は個人
差が大きく、血中濃度や効き具合を見ながら調整して
いきます。ですので、決められた量を決められた時間
にきちんと内服する必要があります。
　移植後だけでなく、現在我が国で腎臓を悪くする原
因の第１位と第２位は、糖尿病と高血圧です。移植後
は食事制限からの解放や、味覚の復活で体重が増える
傾向にあります。また免疫抑制剤でも血糖が上がって
しまうことがあります。移植後は食べ過ぎに気をつ
け、毎日体重を測定することをお勧めします。
　塩分を多くとっても血圧が上がらない人もいます
が、多くの人は高血圧となります。腎臓だけでなく、
心筋梗塞や脳卒中の原因ともなります。腎臓病患者さ
んの目標1日摂取量は6グラムです。外食やコンビニ

図２．食品内塩分含有量の目安

ミックスサンド
2.5グラム

ラーメン（汁込み）
６グラム

梅おにぎり
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カツ丼
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等にて買ったものには多くの塩分が含まれています
（図2）。ラーメンなどの塩分の多い食事は1ヶ月に1
回のご褒美にして、日頃は減塩に努めましょう。

最後に
　腎移植後守っていただきたいことは多少あります
が、多くの人が透析のない生活を長期にわたって楽し
んでいます。
　腎移植をお考えの方は、相談だけでも良いのでご希
望の移植施設にお問い合わせください。

内科看護師による腎代替療法選択における
共同意思決定支援

～患者さんのこれからに寄り添う～
千葉大学医学部附属病院

糖尿病看護認定看護師
大倉　瑞代

１．はじめに
　日本では、昔から「肝腎
かなめ」と言うように、腎
臓は大事な内臓と認識さ
れてきました。その腎臓
は、老廃物の排泄として単
に尿を作るのみでなく、体

内の水分・電解質の調整、血圧の調整、骨を丈夫にす
る、と様々な働きをしています。腎臓の代わりになる
臓器は無いため、大事に長持ちするように自己管理し
ていくことが大切です。
　腎臓を長持ちさせるための日常生活上のポイント
は、主に①感染症を予防する、②血圧を管理する

（130/80㎜ Hg未満推奨）、③必要な栄養を摂取する、
④脱水を防ぐ、⑤禁煙する、です。特に、食事療法は、
栄養不足にならないように、体重増加をきたさないよ
うに調整すること、減塩がポイントです。同様に、脱
水にならないように1日1.5Lぐらいを目安に水分を摂
取することも必要です(持病のある方は医師に確認し
てください)。夏など汗をかく時期は、汗のかき具合
に合わせ摂取する水分量を調整してください。
　様々な機能を持つ腎臓ですが、機能が低下した場合、
腎臓の機能を代替する治療の腎代替療法を検討するこ

とが必要になります。毎年約 4 万人の患者さんが、腎
代替療法の選択が必要になると言われています。

２．腎代替療法とは
　腎代替療法には、腎臓移植と透析療法があり、透析
療法には、血液透析と腹膜透析があります。つまり、
①腎蔵移植、②血液透析、③腹膜透析から選択するこ
とになります。
　①腎臓移植は、機能の低下した腎臓はそのままにし
て、正常な機能の腎臓を移植します。手術が必要です。
②血液透析は、血液を体から抜いて腎臓の代わりの働
きをする機械を通し老廃物を取り除いて、きれいな血
液を体に返します。この治療を1回３～4時間ぐらい、
週に3回行います。③腹膜透析は、腹部に透析液とい
う液を入れて、腹膜を使い老廃物を取り除き、老廃物
を含んだ透析液を排出します。この操作を1日に数回
行い、回数は個人で違います。
　腎代替療法を受けた後も治療は続いていきますの
で、身体にとってベストな腎代替療法という意味合いの
みでなく、患者さんの生活や人生の視点で、ベストな
腎代替療法の選択を医療者で十分に検討していくこと
がとても大事になります。

３． 共同意思決定支援・シェアードデシジョンメイキ
ング（Shared decision making）

　腎代替療法を選択した後も生活・人生は続いていく
ので、治療を選択し完了というわけではありません。透
析を行うようになると、最終ステージのようなイメージ
を抱く方がいるかもしれませんが、新しいステージとイ
メージしたほうが良いのではないでしょうか。
　そして、腎代替療法を選択する時期を自分の体に向
き合う大切な時間とし、今までの生活を支えてくれた
腎臓をいたわり、機能が低下した腎臓を大事に自己管
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理してきた自分を認め、次の段階へ進む段階と考えた
いと思います。患者さんの長い療養生活を支える私た
ち医療者にとっても、患者さんと協働する大事な過程
と思っています。そのような患者さんとの協働は、共
同意思決定支援、シェアードデシジョンメイキング

（Shared decision making）と言われています。
　共同意思決定においては、医師は医学的なエビデン
スを伝える、患者さんは日々の生活スタイル・スケ
ジュールなど患者さん自身にとって大切なことを伝え
ることが、重要です。そして、医療の限界・不確実性
の共有をしつつ、患者さん自身の考え・意向を反映し
ながらとことん一緒に話し合うこと、つまり、医療者
と患者さんが協働で患者さんにとって最善の治療選択
の決定をおこないます。

４． 共同意思決定支援における看護師の役割、患者さ
んとの協働

　NPO 法人腎臓サポート協会の2019年会員アンケート
結果報告では、80％の患者さんが腎代替療法の決定に
自分が関与したいと感じています。そして、治療方法に
ついて徹底的に比較検討した患者さんは50％、治療法
を決めるにあたり自分の生活状況を聞いてもらったと感
じる患者さんが65％、自分の好みや価値観を聞いても
らったと感じる患者さんが59％との報告があります。同
じように、透析と言われた時の患者さんの不安は、「透
析治療によって日常生活がどのように変わるのか」が
80％を超えると報告されています。患者さんにとって、
日々の生活への影響に関心が高いことは、とても納得
できると感じます。一方で、医療者は、効果のほどや
副反応について懸念し、病状にとって、身体にとってベ
ストな治療を考えます。もしかしたら、医療者と患者さ
んとは、少し関心が違っているのではないかと不安を感
じることがあります。患者さん自身も医療者に、何を聞
いたら良いのか、何を話し合ったらよいのか、迷ってい

るのではないだろうかと感じます。患者さんの中には、
難しい話なので医療者にお任せしたいと感じる事もある
と思います。まずは、お互いの考えを良く知ることが大
事です。患者と医療者は対話を通じて、自分の考えと
は違うかもしれない別の考えの理解を共有することが必
要ではないでしょうか。
　そこで、患者さんと医療者が同じ目標に向かうこと
を目指し、協働できるように共同意思決定が大事にな
り、看護師の役割が鍵になるのではないかと感じま
す。看護師は、病状や治療をわかりやすく説明する・
患者さん自身の体の事として説明を補足する、患者さ
んの生活スタイル・価値観・懸念事項を患者さんと共
有する、患者が何を知りたいか・何に困っているかを
話し合う、を行うことができます。続いて、患者さん
の視点で、選択肢のメリット・デメリットをふまえ比
較する、患者さんの考えを尊重した選択を一緒に考え
る、これらの過程に専門性を発揮できるのではないか
と感じます。当然ながら、看護師のみでなく、医療者
チームとして協働していくことは重要です。
　もう一方で、患者さんは、医療者に病気や治療が自
分の人生にとっての体験を伝える、自分の生活スタイ
ル・価値観・懸念事項を医療者と共有する、何を知りた
いか・何に困っているか、を医療者に伝えることが大切
です。医療の現場で患者さんが「医師が一生懸命に治
療について考えてくれているのに、移植・透析しても温
泉に行ってもいいのか、旅行に行ってもいいのか、こ
のようなことを尋ねてもいいのでしょうか？」と考え迷っ
ている話を聞きます。このようなことこそ、話し合って
いきたいと感じています。腎臓に不安のある方の年齢
は、64.2歳との報告（NPO 法人腎臓サポート協会の
2019年会員アンケート結果）があります。まだまだ、社
会や家庭での役割をこなしつつ生活を楽しむ年代です
ので、生活の質（クオリティオブライフ：Quality Of 
Life）を高める協働を目指したいと思います。
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５．実例の紹介
　60代ご夫婦の腎移植を決定した過程の実例を説明し
ます。腎代替療法の説明を受けたとき、患者さんは「今
まで健康に問題ないと思っていた。腎不全という病気
の自己管理はやり切った感がないから、もう少し先延ば
しにできないだろうか」と感じる反面、腎不全の進行は

「怖い、腎不全の資料は読めない」と感じており「どう
したら良いかわからない」との本音でした。腎代替療
法の比較・検討をすると、「仕事をしたい」「外見の変化
の有無が心配」「余生との兼ね合い・QOL」とキーワー
ドが出てきて、「友人と温泉に行きたい」「海外旅行にい
きたい」と希望が広がりました。結果、妻から腎臓の
提供を受けることになりました。患者さんは、妻から提
供していただくことに迷いを感じ続けられていましたが、

「余生は一緒に過ごそう」と夫婦の目標が明確になり、
医療者とも共有することができ、腎移植となりました。
移植後、患者さんは、この過程を振り返り、自分の身
体に向き合うことができ、今後について考える時間に
なったと話されていました。患者さんの人生の中で、
辛いことであるものの意義ある過程になることを医療者
として支援する大切さを教えていただきました。

６．まとめ
　日本は、スーパー長寿社会となり、慢性疾患と共に
生活する人は増加傾向です。個人個人で様々な価値
観、生活、生き方があり、自ずと治療は個人個人様々
になります。もう一方で、医療の進歩は目覚ましく、
治療方法の選択肢は多様になってきています。医療者
であっても何を選択したらよいのかわからないと感じ
る場合もあります。「病気とうまく付き合いながら、
どういう生活を送りたいか」最終的に患者さんにとっ
て最良の選択がされたと納得できるまで話し合うこと
を続けていきたいと思います。

体験談体験談

私の28年＋4年＋３年

腎臓移植体験者
吉田和香子

　わたしは、７歳で紫斑病
性腎炎を発病しました。悪
化のペースが速く、9歳で
間もなく透析・移植が必
要になりそうと言われま
したが、１年半の長期入院
を経て退院後は小康状態

を保ち、小中高と地域の学校に通いました。大学進学
と同時に地元を離れ、寮生活や一人暮らしをしながら
内服・月1回の通院にて経過観察。
　卒業後は他県で小学校教諭として働き、結婚、妊娠、
出産を経て、フルタイムで職場復帰もしましたが、子
育てと、自分の体調管理と、家事と仕事と…等々なか
なか難しく、復帰後２年で退職。
　ずっと変わらず内服・通院は続けていましたが、不
思議なもので、退職してホッとした途端にCre（クレ
アチニン）が上昇し始めました（2.0→2.5）。それで
悪化後を見据えて地元に戻り、１年半後にはCre3.5
～4になりました。家庭の事情も考慮して透析に入る
前に先行的腎移植を、ということでドナーになること
を申し出てくれた両親とともに抗体検査。結果がより
良かったほうの父がドナーになってくれることに決ま
りました。
　ただしまだ手術をするには数値的に早いので、もう
少し悪化したらすぐ術前検査入院、手術ができるよう
になっているという状態（待機期間、と自分の中では
認識しています）に入ります。ここまでが、保存期の

“28年間”でした。
　とはいえ、なぜかそこへきてまた腎機能の数値が改
善したりして、悪くならないために子どもの頃から頑
張ってきたはずなのに、今度は一変して周りが皆、今
か今かと悪くなるのを待っている気がする…重大なこ
とはないまでも常々の不調に（胃痛、眠れない、食欲
がない、疲れやすい、体がだるい、等々）いよいよ数
値が悪くなってしまったのではないかという不安に襲
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われるも、受診して調べないと体がどうなっているか
わからない。移植手術自体、今日決まったから来週受
けられる、という類のものではないだけに、透析に入
る前に手術が間に合うのか、大変な気がかり。そして
透析の苦しさを経験していないので、せっかく手術し
てもその後の自己管理が甘くなって生活が崩れるので
はとか、移植医療を受ける者としての心構えやその他
いろいろを問いただされているかのような場面も多々
あり…実感として初めて、先行的腎移植の難しさを
知った時期でもありました。データ的にも一進一退を
繰り返しながら、結果的に４年が経過します。
　その年はコロナ禍に突入した年で、ストレスからか
あっという間に数値が上がり、手術の準備に入る目安
の数値と言われていたCre５前後に。定期通院で突然
移植を受ける準備に入ろうと言われました。動揺しつ
つも自分の不在時の様々な段取りも同時進行でこなし
つつ、改めての抗体検査（４年ぶりなので再度）、術
前の検査入院と進んでいきます。幸い問題なく、準備
開始から４ヶ月ほどで2020年11月に無事、生体腎移植
を受けることができました。手術はうまくいき、その
後父もわたしも順調に回復しました。
　移植のことは子どものときから心づもりがあったの
で、長年積極的に情報や知識を得ることを心がけては
きました。それでも、移植を受けてみて初めて知るこ
とがあまりにも多くて驚きました。
　例えば術後４～５日で感じたぞっとするような体調
不良感だったり（あくまで“感”）、予想外の味覚の変
化だったり（塩味を強烈に感じ、病院の食事でさえお
茶に浸けて塩抜きしないと食べられなかった）、昼夜
問わず１時間ごとにトイレに行くため、想像以上に眠
れなかったり。
　またコロナ禍ど真ん中の時期だったことも大きく、
面会禁止ゆえ、入院していながら会うことができない
父は大丈夫なのかも心配でしたし、自分自身は何週間
も体調以外の話をあまり人としていなく、気づけば笑
うことすら忘れていました。気分転換がうまくでき
ず、病室で自分と向き合うばかりの中、こんなに体調
不良で帰ってから元通りに生活できるのか等々の不安
も含め、本当に難しいことが多かったです。
　予定通りに退院した後も、データは早くから安定し
ましたが、まったく新しい生活になり、体もしんどく
て、正直なところ戸惑うことばかりでした。透析を経

ずわりあい元気な状態で移植を受けたことがむしろ移
植後のつらさを引き起こしているような、なんだか前
より具合が悪く感じる…前より不便な感じがする…。
内容が変わっただけで、体調管理に神経を使うことは
全然変わっていないうえに、治ったわけでもない…。
　移植を受けたくても受けられない人がたくさんい
らっしゃる中、命をいただいて、しかも元気になって
いることは何ものにも代え難いことで、本当に感謝し
ています。が、当時の自分は体と心のバランスが崩れ
ていたのかもしれません。術後１～２年は本当に苦し
い時期で、体のつらさは少しずつ軽減しても、心の負
荷がどんどん大きくなりました。
　体調管理は自分のことだからいいとして、ドナーの
体に傷をつけて腎臓をもらったうえ、一時的にとはい
え父を病人のようにしてしまい、わたしって一体何な
のか。一生懸命体調のことばかり考えている自分の人
生は何なのか。死にたくなりながらも結局生きている
…この意味するところは何なのか。人としての行動や
意識までも、国民栄誉賞レベルの“品行方正度合い”
を保ち続けながら生きていかないと、レシピエントと
しての責任を果たせないのでは…感謝していないこと
になるのでは…この重圧や責任を自分は一生背負って
いけるだろうか…？考えれば考えるほどわからなくな
り、頭と心と体がバラバラで完全に迷子でした。
　そんな中、変わるきっかけになったのが、思い切って
受診の際に主治医の先生に葛藤をお話しできたことで
す。たくさんの移植患者さんと関わってこられた先生か
ら毎回いただくヒントや視点は、本当に斬新で自分にな
い発想ばかり。“一段階掘り下げて本質をみる意識”の
大切さに気付けたんですね。そこから少しずつ、自分
のつらさも含めた思いを家族や友人にも話せるようにな
り、その中で自分を取り戻していきました。
　他にも様々な出来事やそれに伴う試行錯誤を経た結
果、自分は自分の意思だけでここにいるわけではな
い。本当にいろんな人や環境や状況や、ありとあらゆ
るものに生かされているんだな…と強く実感するに至
りました。
　トンネルを抜けつつある術後３年の現在は、手術に
よる体のつらさはほとんど感じなくなりましたし（父
もわたしも）、どんなに疲れても一晩寝たら朝すっき
り起きて一日元気にすごせます。どんなにストレスや
心の負荷があっても、腎機能は安定。心が体を引っ張
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り続けてきたのが、体が心を引っ張ってくれるように
なったことを実感しています。
　“28年”と“４年”を経ての現在“３年”。今の自分
がここから進んでいく未来が楽しみだと思えること

は、本当に幸せだと思います。ドナーの父や支えてく
れる家族、病院の先生、友人たち…。自分に関わって
くれる大切な人を大切に、感謝とともに、過ごしてい
きたいと思います。

基調講演・体験談座長の川越副部会長 受付の様子

体験談の様子（その3）

基調講演の様子（その２）基調講演の様子（その１）

講演終了後に講師集合写真
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講師派遣による臓器移植推進出前講座講師派遣による臓器移植推進出前講座
要綱

目 的

臓器移植は、臓器の機能が低下し、苦しんでいる患者
に対して、臓器を移植することにより、健康を回復しよ
うとする医療で、広く社会の理解と支援があって成り立
つ医療である。しかし、移植の機会を待っている患者
の数に比べ圧倒的に臓器提供数が少ない状況である。
そこで県内の学校、団体等の学習会に講師を派遣する
ことにより児童・生徒・学生等に命の大切さや移植医療
の現状を知ってもらい、臓器移植への理解を高めると
ともに健全な子供の成長に役立てることを目的とする。

実 施 主 体

主催：公益財団法人　千葉ヘルス財団
後援：千葉県
　　　千葉県教育委員会
　　　(公社)千葉県医師会
　　　(公社)千葉県看護協会

講 師 の
選 定

内容は対象層、学年、学校側の要望に応じて実施。
１．移植体験者やそのご家族
２．移植に係わっているコーディネーター
３．移植医療に直接係わっている医師
４．ドナーご家族

申 請 資 格
千葉県内の小学校、中学校、中等教育学校、高等学
校、専修学校、大学、短期大学、
各種学校、各種団体等

申 請 方 法
講師派遣を希望する各種団体等の代表者（担当者）
は、希望日時、希望内容を公益財団法人千葉ヘルス
財団に申請する。

申 請 先 等

〒260-8667 千葉県千葉市中央区市場町１-1
千葉県健康福祉部疾病対策課内
公益財団法人　千葉ヘルス財団事務局
T E  L：0４３－２２３－２６６３
F A X：0４３－２２４－８９１0
E-mail：mail@chiba-health.or.jp

講 師 費 用 無料（講師費用は公益財団法人千葉ヘルス財団が負
担する）

そ の 他

児童・生徒・学生等が対象ですが、保護者の方も参
加できます。
当財団では、事業評価として出席者からのアンケート
をお願いしております。
講義により、必要とする備品（ＰＣプロジェクター、
投影用スクリーン）を準備いただく場合があります。

過去の実績
対　　　象　　　者

24年度

医師等医療従事者
帝京大学ちば総合医療センター

看護学生
　順天堂大学医療看護学部
　旭中央病院附属看護専門学校
　千葉医療センター附属千葉看護学校
　社会保険船橋保健看護専門学校
　松戸市立病院附属看護専門学校
　君津中央病院附属看護学校
　千葉県立野田看護専門学校

25年度

医師等医療従事者
　千葉県医師会ランチョンセミナー

医学部学生
　千葉大学医学部

看護学生
　千葉県立保健医療大学
　夷隅准看護師学校
　旭中央病院附属看護専門学校

対　　　象　　　者

26年度

医学部学生
　千葉大学医学部

看護学生
　千葉県立保健医療大学
　安房医療福祉専門学校
　夷隅准看護師学校
　山王看護専門学校
　旭中央病院附属看護専門学校

27年度

医学部学生
　千葉大学医学部

看護学生
　千葉県立保健医療大学
　淑徳大学看護栄養学部
　千葉大学大学院看護学研究科

28年度

医学部学生
　千葉大学医学部
看護学生
　亀田医療大学
　千葉大学大学院看護学研究科
高校生
　旭中央病院（高校生対象セミナー）
　千葉県立我孫子高等学校

29年度

医学部学生
　千葉大学医学部

看護学生
　淑徳大学看護栄養学部
　千葉大学大学院看護学研究科

高校生
　敬愛学園高等学校

30年度

医学部学生
　千葉大学医学部
看護学生
　安房医療福祉専門学校
　千葉大学大学院看護学研究科
　城西国際大学看護学部
　船橋市立看護専門学校
　佐原市准看護学校

高校生
　敬愛学園高等学校
　東海大学付属浦安高等学校
　千葉県立泉高等学校

元年度

医学部学生
　千葉大学医学部
看護学生
　千葉大学大学院看護学研究科
　城西国際大学看護学部
　船橋市立看護専門学校
　淑徳大学看護学部・栄養学部
高校生
　敬愛学園高等学校
　東海大学付属浦安高等学校

２年度

医学部学生
　千葉大学医学部
看護学生
　千葉大学大学院看護学研究科
　城西国際大学看護学部
　船橋市立看護専門学校
高校生
　東海大学付属浦安高等学校
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対　　　象　　　者

３年度

医学部学生
　千葉大学医学部
看護学生
　安房医療福祉専門学校看護学科
　淑徳大学看護栄養学部栄養学科
　船橋市立看護専門学校
　淑徳大学看護栄養学部看護学科
　千葉大学大学院看護学研究科
高校生
　東海大学付属浦安高等学校
　千葉県立千城台高等学校

４年度

医学部学生
　千葉大学医学部
看護学生・栄養学生
　安房医療福祉専門学校看護学科
　千葉県立鶴舞看護専門学校
　船橋市立看護専門学校
　淑徳大学看護栄養学部栄養学科
　千葉大学大学院看護学研究科
　淑徳大学看護栄養学部看護学科
　千葉県立野田看護専門学校
高校生
　東海大学付属浦安高等学校

5年度

医学部学生
　千葉大学医学部
看護学生 他
　安房医療福祉専門学校看護学科
　千葉科学大学看護学部
　千葉県立鶴舞看護専門学校
　千葉大学大学院看護学研究科
　淑徳大学総合福祉学部社会福祉学科・
　教育福祉学科
　船橋市立看護専門学校
　淑徳大学看護栄養学部栄養学科
高校生
　鎌ヶ谷西高等学校
　東海大学付属浦安高等学校

令和５年度講師
　1.（公財）千葉ヘルス財団　臓器移植部会委員
 宮田　昭宏
　2. （公財）千葉ヘルス財団　臓器移植部会委員
 丸山　通広
　3.心臓移植体験者

河合　容子
　4.心臓移植体験者のご家族

木内　里咲
　5.千葉県臓器移植コーディネーター

伊藤　総江

　出前講座は、臓器提供意思表示へのきっかけは勿論、臓器
移植体験から学ぶ、命の大切さ、自分を取り巻く方々への感謝
など受講者の心に響く素晴らしい講演です。
　講座後のアンケートでは「臓器提供について、「家族と話
す」や「意思表示をする」「日本の臓器移植の現状を知って
驚いた」などの記載があり、命について、考えるきっかけに
なっています。
　また、出前講座を受講された方々に、臓器移植意思表示
カードをセットにしたマスクケースの配布と冊子を配布い
たしました。
　来年度も各学校に出前講座を実施する予定です
ので、当講座をご活用下さい。

東海大学付属浦安高等学校

淑徳大学総合福祉学部社会福祉学科・
教育福祉学科

千葉県立鶴舞看護専門学校

配布資料

千葉大学医学部
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臓器移植推進出前講座の実施状況臓器移植推進出前講座の実施状況

「故 木内博文の移植待機を振り返り
病院とは看護師とは」

心臓移植体験者の家族
木内　里咲

　令和５年10月27日（金）
に千葉大学大学院看護学研
究科で、故木内博文氏の奥
様の木内里咲氏が出前講座
の講師をされました。
　故木内博文氏は、20歳
で、突発性拡張型心筋症

を発症、平成５年にアメリカ・ロサンゼルスにて心臓
移植手術後、国内で臓器移植普及活動をされておりま
したが令和４年10月26日にご逝去されました。
　木内氏の心臓移植前、病院で出会った1人の看護師
さんとの会話により入院生活での気持ちが楽になった
こと、移植に対する苦悩や葛藤、揺れる気持ち、アメ
リカで移植手術時、ストレッチャーに乗って手術室に
向かう廊下では沢山の医療関係者が並んで「ラッキー
ボーイ」と言われて送られたこと、移植後はほとんど
の人が通常の日常生活を取り戻し元気になること等を
里咲氏が話されました。
　また、里咲氏が、突然の入院により患者や家族が不
安になっている時に、傾聴し寄り添って優しい声掛け
をしてくれた看護師への思いも話されました。
講座の内容の概要は下記のとおりになります。 

ちばヘルス財団だより Vol.26

32



ちばヘルス財団だより Vol.26

33



出前講座の様子（その2）出前講座の様子（その1）
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2023グリーンリボンキャンペーン千葉の実施報告2023グリーンリボンキャンペーン千葉の実施報告

　臓器普及啓発を強化する為、今年も当財団では千葉
県と共催で「2023グリーンリボンキャンペーン千葉」
を実施いたしました。
　グリーンリボンキャンペーンは、多くの人に、移植
医療について知ってもらい、臓器のご提供者（ドナー）
に感謝するとともに、移植で救われた命の素晴らしさ
について知ってもらうイベントです。
　グリーンリボンは、世界的な移植医療のシンボル
マークになります。
　今年度のグリーンリボンキャンペーンでは、「You 
are my HERO!」をキャッチコピーに県民の皆様に
自分の意思を示し臓器移植の意思表示「臓器を提供し
たい」「提供したくない」をカードに記入をお願いする
ポスターを作成いたしました。
　グリーンライトアップについては、毎年恒例の千葉

都市モノレールのセントラルアーチ（千葉中央公園
前）を10月2日～31日(17:00～22:00)、海浜幕張駅駅前
シェルターを10月1日～31日(17:00～22:00)の間ライ
トアップいたしました。
　このキャンペーンを通して、一人ひとりが移植医療
についてご自身やご家族の方と考えたり話し合う機会
を提供し、臓器提供の「イエス、ノー」の意志表示の
きっかけになっていただけたらと思います。
　街頭啓発活動については、10月1日(日)に千葉駅前、
21日（土）に船橋アリーナにて、意思表示カード入り
ちーばくんマスクケース、千葉ジェッツとコラボした
クリアファイル等の配布し普及啓発を行いました。

グリーンライトアップ（セントラルアーチ）

2023グリーンポスター 千葉ジェッツ配布活動

グリーンライトアップ（海浜幕張駅）

2023 グリーンリボン
キャンペーン千葉

10月は臓器移植普及推進月間です！

グリーンに
ライトアップした

県内施設

臓器提供の意思表示を

している人の割合
※令和3年度移植医療に関する

　世論調査(内閣府)

家族と話そう、臓器提供の意思表示

10.2%

主催　公益財団法人 千葉ヘルス財団　共催　千葉県
問い合わせ先　公益財団法人 千葉ヘルス財団（千葉県健康福祉部疾病対策課内）電話：043-223-2663

臓器提供に関する意思表示の方法

運転免許証 マイナンバーカード 意思表示カード インターネット 健康保険証

意思表示欄の例（意思表示カード）

ライトアップしたライトアップした《  １.  ２.  ３.   いずれかの番号を○で囲んでください。》

《 １ 又は ２ を選んだ方で、提供したくない臓器があれば、×をつけてください。》

〔特記欄：　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕
署 名 年 月 日 日  　　　月  　　 　年  　　　　 ：  

： ）筆自（名署人本

： ）筆自（名署族家

１. 私は、脳死後及び心臓が停止した死後のいずれでも、移植の為に
 臓器を提供します。

２. 私は、心臓が停止した死後に限り、移植の為に臓器を提供します。

３. 私は、臓器を提供しません。

【 心臓 ･ 肺 ･ 肝臓 ･ 腎臓 ･ 膵臓 ･ 小腸 ･ 眼球 】

（千葉市中央公園前セントラルアーチ）

（海浜幕張駅駅前広場シェルター）

イエスでもノーでもいい。

千葉県 PR マスコットキャラクター
チーバくん

千葉県許諾番号　第 A2390-2 号

You are my HERO!

街頭啓発活動（千葉駅）
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令和5年度臓器移植対策推進功労者に対する令和5年度臓器移植対策推進功労者に対する
厚生労働大臣感謝状受賞のお知らせ厚生労働大臣感謝状受賞のお知らせ

　千葉ヘルス財団の臓器移植部会の副部会長である川
越一男氏が理事長を務める特定非営利活動法人脳死移
植を推進する会が、移植医療対策の推進に顕著な功績
があった団体として、厚生労働大臣感謝状を受賞され
ました。

大会名：第 24 回臓器移植推進国民大会
場　所：広島県民文化センター
日　時：令和５年10月21日

後列右から２番目　川越氏
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（公財）千葉ヘルス財団の事業　令和4年度（公財）千葉ヘルス財団の事業　令和4年度
１　在宅ケア体制推進事業
（１）在宅ケア研修会
　地域における在宅ケアシステムを構築するため、医
師・歯科医師・薬剤師・保健師・看護師・介護福祉
士・一般県民など、在宅ケアに関わる方々を対象に研
修会を開催しました。

テーマ　 小児難病患者等への在宅ケア連携～医療的ケ
ア児への支援～

日　時　令和４年９月11日(日)
　　　　午後１時30分～５時00分　
場　所　ホテルポートプラザちば　２階　ロイヤル
内　容　講演
　　　　座長　千葉ヘルス財団在宅ケア部会委員
 小俣　　卓　氏
　　　　講師　「在宅診療所における医療的ケア児支援
 ～東葛地域の現状を踏まえて～」

あおぞら診療所新松戸
医師　児玉　一男　氏

　　　　「こどもたちの笑顔を！生活を！、
 支えるための支援・医療とは」
　　　　千葉県千葉リハビリテーションセンター

小児神経科
医師　田邉　良　氏

　　　「通所施設での、医療ケア児者への思いと支援、
 そして、本人達の気持ちと家族の思い」
 特定非営利活動法人poco a poco
 代表理事　竹花　真由美　氏
　　　「医療的ケア児等に対する県の支援体制について」
 千葉県健康福祉部障害福祉事業課
 課長　鈴木　昌　氏
 ※参加者数　98名(入場無料)

（２）地域在宅ケア研修会
　在宅療養者がより安全かつ快適に療養生活が送れる
ことを目的に、地域で抱えている在宅ケアの課題解決
に向けての研修会を開催しました。　　　

テーマ　海匝地域における在宅での看取りの現状
　　　　～そのときにあなたは何ができますか～
日　時　令和４年11月19日(土)
　　　　午後２時00分～４時00分　
場　所　いいおかユートピアセンター　１階　大会議室
内　容　 講演
　　　　「 旭匝瑳医師会（匝瑳地区）における在宅患

者24時間支援システム」
　　　　「当院在宅患者のDNR・ACP状況」

医療法人社団恕修会福島医院
理事長・医学博士　福島　俊之　氏

　　　　「 最期のその時まで「家で生きる」を支える
多職種の実践」

匝瑳市訪問看護ステーションつばきの里
管理者・訪問看護認定看護師

認定看護管理者　英　香代子　氏
※参加者数　38名（入場無料）
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２　老人医療・難病医療・終末期医療体制推進事業
(１)　在宅人工呼吸器療養者支援事業
　在宅で療養をし、人工呼吸器を必要とする難病患者
の方々を支援するため、吸入器、吸引器、パルスオキ
シメーターの人工呼吸器関連機器の取得費を助成しま
した。
　補助金交付件数　９件

(２)　在宅療養者支援事業
　在宅で人工呼吸器を装着し療養する難病患者の方々
に対して国立病院機構千葉東病院を通じて意思伝達装
置を貸し出しました。
　貸し出し件数　３件

３　臓器不全対策事業
(１)臓器移植等普及啓発事業
①市民公開講座の開催
　移植医療の普及・推進を図り、臓器移植に対する理
解を深めるため、移植医療に従事する医療関係者や患
者、一般県民を対象に市民公開講座を開催しました。

テーマ　肺疾患の治療と移植医療
日　時　令和４年10月23日（日）
　　　　午後１時30分～午後５時　
場　所　ホテルポートプラザちば　２階　ロイヤル
内　容　座長　千葉ヘルス財団臓器移植部会部会長

竜　　崇正　氏
　　　　基調講演
　　　　　講師　「肺移植が拓く未来

～内科医の視点から～」
　　　　　　　　千葉大学医学部附属病院

呼吸器内科医師　川﨑　　剛　氏
　　　　　　　　「「命」をつなぐ肺移植」
　　　　　　　　千葉大学医学部附属病院

呼吸器病態外科医師　鈴木　秀海　氏

　　　　　　　　「患者さんの人生に寄り添って
　　　　　　　　  ～レシピエントコーディネーター

という存在～」
千葉大学医学部附属病院

肺移植コーディネーター 　原田　佳奈　氏
　　　　体験談　「私の肺移植体験談」

肺移植体験者　秋元　奈穂美　氏
　　　　　　　　「日本の移植医療の現状」

（公社）日本臓器移植ネットワーク
移植コーディネーター　飯田　恵以　氏

※参加者数　44 名（入場無料）

②2022グリーンリボンキャンペーン千葉
　臓器移植の普及啓発を強化するために、千葉県と共催
でグリーンリボンキャンペーン千葉を実施しました。グ
リーンリボンキャンペーンでは、県民の皆様に臓器提供

の「イエス、ノー」の意思表示や、ご自身やご家族の皆
様と話し合うきっかけになるような啓発ポスターを作成
し、県内の関係機関に配布いたしました。
　また、臓器移植推進月間である10月の1ヶ月間（午
後5時～10時）、千葉都市モノレールのセントラル
アーチ（千葉中央公園前）と海浜幕張駅前シェルター
をグリーンにライトアップしました。

2022 グリーンリボン
キャンペーン千葉

10月は臓器移植普及推進月間です！10月は臓器移植普及推進月間です！
グリーンにライトアップした県内施設

（海浜幕張駅駅前広場シェルター）

（千葉市中央公園前セントラルアーチ）

臓器提供の意思表示をしている人の割合
※令和3年度移植医療に関する世論調査(内閣府)

家族と話そう、臓器提供の意思表示

臓器提供の意思表示をしている人の割合臓器提供の意思表示をしている人の割合臓器提供の意思表示をしている人の割合臓器提供の意思表示をしている人の割合臓器提供の意思表示をしている人の割合臓器提供の意思表示をしている人の割合臓器提供の意思表示をしている人の割合臓器提供の意思表示をしている人の割合臓器提供の意思表示をしている人の割合臓器提供の意思表示をしている人の割合臓器提供の意思表示をしている人の割合臓器提供の意思表示をしている人の割合臓器提供の意思表示をしている人の割合
※令和3年度移植医療に関する世論調査(内閣府)※令和3年度移植医療に関する世論調査(内閣府)※令和3年度移植医療に関する世論調査(内閣府)※令和3年度移植医療に関する世論調査(内閣府)※令和3年度移植医療に関する世論調査(内閣府)※令和3年度移植医療に関する世論調査(内閣府)※令和3年度移植医療に関する世論調査(内閣府)※令和3年度移植医療に関する世論調査(内閣府)※令和3年度移植医療に関する世論調査(内閣府)※令和3年度移植医療に関する世論調査(内閣府)※令和3年度移植医療に関する世論調査(内閣府)※令和3年度移植医療に関する世論調査(内閣府)※令和3年度移植医療に関する世論調査(内閣府)※令和3年度移植医療に関する世論調査(内閣府)※令和3年度移植医療に関する世論調査(内閣府)※令和3年度移植医療に関する世論調査(内閣府)※令和3年度移植医療に関する世論調査(内閣府)

10.2%

主催　公益財団法人 千葉ヘルス財団　共催　千葉県
問い合わせ先　公益財団法人 千葉ヘルス財団（千葉県健康福祉部疾病対策課内）電話：042-223-2663

臓器提供に関する意思表示の方法

運転免許証 健康保険証 意思表示カード インターネット マイナンバーカード

家族と話そう、臓器提供の意思表示

イエスでもノーでもいい。

《  １.  ２.  ３.   いずれかの番号を

意思表示欄の例（意思表示カード）

○で囲んでください。》

《 １ 又は ２ を選んだ方で、提供したくない臓器があれば、×をつけてください。》

〔特記欄：　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕
署 名 年 月 日 日  　　　月  　　 　年  　　　　 ：  

： ）筆自（名署人本

： ）筆自（名署族家

１. 私は、脳死後及び心臓が停止した死後のいずれでも、移植の為に
 臓器を提供します。

２. 私は、心臓が停止した死後に限り、移植の為に臓器を提供します。

３. 私は、臓器を提供しません。

【 心臓 ･ 肺 ･ 肝臓 ･ 腎臓 ･ 膵臓 ･ 小腸 ･ 眼球 】
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③臓器移植推進出前講座
　医学部学生や看護学生、高校生などを対象に次のと
おり実施しました。
派遣講師　
　千葉県救急医療センター　　　　　宮田　昭宏　氏
　千葉大学医学部附属病院腎臓・胃腸外科

丸山　通広　氏
　心臓移植体験者　　　　　　　　　河合　容子　氏
　千葉県臓器移植コーディネーター　伊藤　総江　氏

受講者数　　　1208名
実施日 施設名 受講者数
4/28 千葉大学医学部 118名
5/30 安房医療福祉専門学校看護学科 41名
10/14 千葉県立鶴舞看護専門学校 127名
10/27 船橋市立看護専門学校 41名
11/2 淑徳大学看護栄養学部看護学科 98名
11/10 東海大学付属浦安高等学校 443名
11/18 千葉大学大学院看護学研究科 85名
1/6 淑徳大学看護栄養学部栄養学科 50名
3/3 千葉県立野田看護専門学校 205名
合計 9回 1208名

(２)　臓器移植推進特別対策事業
　組織適性検査費用助成
　腎移植の推進を図るため、腎移植を希望し、日本臓
器移植ネットワークに登録する場合に行う組織適性検
査に要する費用の一部を助成しました。
　　　　　助成件数　　20　件

４　広報事業
(１) ちばヘルス財団だよりの発行
　(公財)千葉ヘルス財団事業に対する理解と協力を得
るため機関紙を2,000部発行し、市町村、健康福祉セ
ンター、関係団体等(約1,494ｶ所)に配布した。
(２) ホームページの運営
　ホームページを積極的に活用し、当財団の各事業と
運営状況等を随時更新し掲載した。
　更新回数　年間およそ30回程度の更新
(３)千葉日報に広告掲載
　　・当財団の事業紹介
　　・在宅ケア研修会の開催案内
　　・臓器移植についての市民公開講座の開催案内

（４）千葉県広報誌「ちば県民だより」への
　　  記事掲載（10月号）
　　・ 臓器移植普及推進月間の広報
　　・臓器移植についての市民公開講座の開催案内

組織適合性検査費用助成金フロー図組織適合性検査費用助成金フロー図

申申請者者者申申請者者申請者申請者 団葉葉葉ヘルス財財財千葉千葉葉葉千 財財財団ルス財財団葉ヘル 財財財千葉葉 団葉葉葉ヘル 財財財葉 財財財葉葉葉千葉ヘルス財団ヘルス 団葉葉葉 ス財財財千葉ヘルス財団千葉ヘルス財団
（患（患患者様ご本人人）人）（患（患患者様ご本人人）人）（患者様ご本人）（患者様ご本人）

令和4年度　ご寄付いただいた方々令和4年度　ご寄付いただいた方々

相　　　手　　　方 金額

1 医療法人社団松和会望星姉崎クリニック 1,637

2 九十九里ホーム病院 2,210

3 松井宏之 10,000

4 千葉県救急医療センター 8,841

5 若井テル 30,000

6 医療法人社団芳英会吉野内科・
神経内科医院 吉野英 10,000

7 社会福祉法人晴山会 2,380

8 澤田いつ子 10,000

9 海匝地域振興事務所 569

10 崎山　樹 10,000

11 一般社団法人千葉県製薬協会 30,000

12 一般社団法人千葉県薬剤師会 10,000

13 君津保健所（君津健康福祉センター） 3,045

14 社会福祉法人晴山会 3,179

15 吉田道子 20,000

16 東京歯科大学市川総合病院 43,749

195,610
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（公財）千葉ヘルス財団役員および企画委員名簿（公財）千葉ヘルス財団役員および企画委員名簿
令和５年12月31日現在令和５年12月31日現在

評議員

氏　名 役　　職　　等

入江　康文 （公社）千葉県医師会長

松谷有希雄 （一財）日本公衆衛生協会理事長

大河原伸浩 (一社)千葉県歯科医師会長

杉浦　邦夫 (一社)千葉県薬剤師会長

中元　広之 （株）千葉日報社代表取締役社長

理事

役職名 氏　名 役　　職　　等

代表理事 平山登志夫 千葉県老人保健施設協会会長

理 事 竜　　崇正 元千葉県がんセンター長
浦安ふじみクリニック院長

理 事 増田　　等 千葉県市長会・町村会事務局長

理 事 井上　惠子 (公社)千葉県看護協会専務理事

常務理事 大谷　俊介 現当財団事務局長

監事
役職名 氏　名 役　　職　　等

監 事 本間　惇夫 （一社）千葉県製薬協会専務理事

監 事 田中　成幸 ㈱ちばぎん総合研究所
経営コンサル第二部担当部長

在宅ケア部会

役職名 氏　名 所　　属　　等

部 会 長 平山登志夫 千葉県老人保健施設協会会長

副部会長 竜　　崇正 元千葉県がんセンター長
浦安ふじみクリニック院長

委 員 伊藤喜美子 千葉東病院  脳神経内科医長

委 員 和田　浩明 公益社団法人千葉県医師会理事

委 員 松岡かおり 公益社団法人千葉県医師会理事

委 員 數川　逸郎 千葉県こども病院こども家族支援センター長

委 員 鍋谷　圭宏 千葉県がんセンター副病院長

委 員 宗田友紀子 一般社団法人千葉県歯科医師会
障がい福祉保健委員会委員

委 員 鈴木美智子 公益社団法人千葉県看護協会常任理事

委 員 山﨑　潤子 一般社団法人千葉県訪問看護ステーション協会会長

委 員 松野　朝之 船橋市保健所次長

委 員 川上　純子 日本ALS協会千葉県支部運営委員

委 員 舘野　理恵 香取保健所次長

臓器移植部会

役職名 氏　名 所　　属　　等

部 会 長 竜　　崇正 元千葉県がんセンター長
浦安ふじみクリニック院長

副部会長 川越　一男 五井病院理事長

委 員 松宮　護郎 千葉大学大学院医学研究院
心臓血管外科教授

委 員 東　　仲宣 千葉県透析医会会長

委 員 高橋　　功 地方独立行政法人総合病院国保
旭中央病院副院長

委 員 丸山　通広 千葉大学医学部附属病院食道・
胃腸外科診療准教授

委 員 中村　　厚 特定非営利活動法人千葉県腎臓病協議会

委 員 宮田　昭宏 千葉県総合救急災害医療センター病院長

委 員 伊藤　総江 東京歯科大学市川総合病院
千葉県臓器移植コーディネーター
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コウザイ）チバヘルスザイダン

　在宅医療の推進や臓器移植の推進などの財団の事業は、県、市町村、各種団体
から頂いたご出捐金である基本財産と、その運用益（利子）及び善意の寄付で運用
されています。
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公益財団法人 千葉ヘルス財団公益財団法人 千葉ヘルス財団

令和６年１月
編　集 ・ 発　行／公益財団法人千葉ヘルス財団
事　　 務　　局／千葉県健康福祉部疾病対策課内　〒260-8667  千葉市中央区市場町1-1
電　　　　 　話／ 043-223-2663
ホ ー ム ペ ー ジ／ http://www.chiba-health.or.jp
メールアドレス／mail@chiba-health.or.jp

　平成3年6月に千葉県、市町村、医療関係機関・団体、企業等、県民の皆様の
協力を得て設立されました財団法人千葉ヘルス財団は、公益法人制度改革関

連3法の施行により、平成25年4月1日から、公益財団法人千葉ヘルス財団と
なりました。

　県民の皆様の保健医療の向上と健康の保持増進に寄与するため、臓器移植

の推進や在宅ケアの推進に関する事業を大きな柱として活動しています。

臓器移植特別対策
　腎不全患者の方がレシピエント
として日本臓器移植ネットワーク
に登録する場合に行う、組織適合
性検査に要する費用の助成（上限
1万円）を行っています。

在宅ケア研修会の開催
　地域における在宅ケアを推進するため、
医師、看護師、介護職員、行政職員、県民の
皆様を対象に研修会を開催しています。

臓器移植普及啓発
　臓器移植の推進と理解を図る
ため、市民公開講座や専門医及び
コーディネーターを講師として、
ご希望の日時に実施する出前講
座を開催しています。

在宅人工呼吸器
療養者の支援

　人工呼吸器を使用して在宅で療
養している難病患者さんが吸引器、
吸入器、パルスオキシメーターを購
入する費用に対する補助制度を設
け、在宅療養を支援しています。

意思伝達装置の貸出し
在宅で人工呼吸器を装着し療養する難

病患者の方々に対して、独立行政法人国立
病院機構千葉東病院を通じて、当財団が所
有する意思伝達装置を貸し出しています。

ちばヘルス財団だより 2023
vol.26

あなたの善意が育てます。いのちへの優しさとおもいやり

千葉ヘルス財団作製ポスター千葉ヘルス財団作製ポスター


